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一　

は
じ
め
に

　

非
嫡
出
子
法
定
相
続
分
差
別
違
憲
決（
1
）定、
国
籍
法
違
憲
判（
2
）決、
在
外
国
民
選
挙
権
制
限
違
憲
判（
3
）決、
一
人
別
枠
方
式
違
憲
状
態
判（
4
）決、

ハ
ン
セ
ン
病
熊
本
地
裁
判（
5
）決、

な
ど
、
様
々
な
判
決
で
見
ら
れ
る
「
事
情
の
変
化
」
の
法
理
に
つ
い
て
、
そ
の
違
憲
判
断
の
手
法
に
関
し

て
の
議
論
は
あ
る
も
の（
6
）の、
違
憲
に
な
る
ま
で
の
統
制
手
法
や
裁
判
所
に
よ
る
違
憲
判
断
の
の
ち
に
立
法
者
が
改
正
を
怠
っ
て
い
る
場（
7
）合

の
統
制
手
法
に
つ
い
て
は
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ（
8
）る。

そ
の
際
、「
立
法
者
の
事
後
的
是
正
義
務
」
を
中
心
と
す
る
議
論

は
、
違
憲
判
断
の
統
制
手
法
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
議
論
に
つ
い
て
も
有
用
で
あ
る
。

　

立
法
者
の
事
後
的
是
正
義
務
と
は
、「
立
法
者
が
、
法
律
制
定
後
の
法
律
が
合
憲

0

0

0

0

0

な
段
階
に
お
い
て
、
事
態
の
推
移
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

し
適
宜
法
律
を
改
正
す
る
義
務
」
で
あ
る
。
こ
の
立
法
者
の
事
後
的
是
正
義
務
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
「
立
法
者
が
、

法
律
の
前
提
と
な
る
事
実
、
も
し
く
は
、
法
律
の
効
果
に
つ
い
て
、
十
分
に
信
頼
の
お
け
る
決
定
を
法
律
の
制
定
時
点
で
は
ま
だ
な
し
え

な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
立
法
者
は
、
さ
ら
な
る
展
開
を
監
視
し
再
検
討
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
根
底
に
あ
る
想
定

が
も
は
や
妥
当
し
な
い
と
判
明
し
た
際
に
は
修
正
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
う（
9
）る」
と
述
べ
る
が
、
そ
こ
で
は
「
事
情
の
変
化
」
を
念

頭
に
、
そ
の
よ
う
な
変
化
に
対
し
て
立
法
者
が
動
態
的
に
対
処
す
る
と
い
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
義
務
は
通
常 

“Nachbesserungspflicht

” と
表
記
さ
れ
）
10
（
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
“Nachbesserungspflicht

” 

と
い
う
単
語
に
よ
っ
て
、
し
ば
し
ば
事
後
的
是
正
義
務
と
は
異
な
る
義
務
が
意
味
さ
れ

る
こ
と
が
あ
）
11
（
る
。
そ
の
義
務
と
は
、「
違
憲
確
認
判
決
に
付
随
す
る
、
立
法
者
が
違
憲
な
法
律
を

0

0

0

0

0

0

改
正
す
る
義
務
」
で
あ
）
12
（
る
。
こ
れ
は
違

憲
確
認
判
決
の
際
に
立
法
者
に
対
し
て
下
さ
れ
る
義
務
で
あ
り
、
違
憲
確
認
判
決
と
は
、
法
律
が
違
憲
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
無
効

と
は
せ
ず
に
違
憲
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
る
と
い
う
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
形
式
の
こ
と
を
い
）
13
（

う
。
こ
の
義
務
は
通
常
、
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“Neuregelungspflicht

”（
新
規
律
義
務
）
と
表
記
さ
れ
）
14
（
る
。

　

こ
の
時
点
に
お
い
て
も
す
で
に
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
義
務
は
全
く
異
な
っ
た
義
務
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
二
つ
の

義
務
は
学
説
に
お
い
て
古
く
か
ら 

“Nachbesserungspflicht

” 

と
い
う
同
じ
用
語
に
よ
っ
て
表
記
さ
）
15
（
れ
、
ま
た
判
例
に
お
い
て
も
新
規

律
義
務
が 
“Nachbesserungspflicht

” 

と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
）
16
（
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
義
務
が
そ
も
そ
も
ど

の
よ
う
な
義
務
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
考
察
を
踏
ま
え
て
具
体
的
事
例
に
お
け
る 

“Nachbesserungspflicht

” 

の
意
味
を
実

際
に
ど
の
よ
う
に
判
別
す
る
か
を
示
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
用
法
が
生
じ
る
要
因
を
推
察
す
る
こ
と
で
、
事
後
的
是
正
義
務
論
の
射

程
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

そ
し
て
最
終
的
に
は
以
上
の
考
察
を
通
じ
て
、
当
初
は
合
理
性
を
有
し
て
い
た
法
律
が
違
憲
に
至
る
ま
で
の
統
制
や
、
裁
判
所
に
よ
る

違
憲
判
断
の
の
ち
に
立
法
者
が
改
正
を
怠
っ
て
い
る
場
）
17
（

合
の
統
制
と
い
う
可
能
性
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二　

二
つ
の 

“Nachbesserungspflicht

”

㈠　

差　

異

1　

定
義
・
特
徴

　
　

⑴　

事
後
的
是
正
義
務

　
　
　
ａ　

定　

義

　

通
常 

“Nachbesserungspflicht

” 

と
表
記
さ
れ
る
事
後
的
是
正
義
務
は
、「
立
法
者
が
、
法
律
の
前
提
と
な
る
事
実
、
も
し
く
は
、
法

律
の
効
果
に
つ
い
て
、
十
分
に
信
頼
の
お
け
る
決
定
を
法
律
の
制
定
時
点
で
は
ま
だ
な
し
え
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
立
法
者
は
、
さ
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ら
な
る
展
開
を
監
視
し
再
検
討
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
根
底
に
あ
る
想
定
が
も
は
や
妥
当
し
な
い
と
判
明
し
た
際
に
は

修
正
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
う
）
18
（

る
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
細
か
く
分
け
る
と
、「
監
視
義
務
」、「
再
検
討
義
務
」、「
法
改
正
な
い
し

是
正
義
務
（
狭
義
の
事
後
的
是
正
義
務
）」
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
す
べ
て
が
一
括
し
て 

“Nachbesserungspflicht

” 

と
表

記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
監
視
義
務 

“Beobachtungsp

）
19
（

flicht

”、
再
検
討
義
務 

“Überprüfungspflicht

”、
法
改
正
な
い
し
是
正
義

務
（
狭
義
の
事
後
的
是
正
義
務
）
“Nachbesserungspflicht

”と
そ
れ
ぞ
れ
表
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
）
20
（

る
。

　
　
　

ｂ　

合
憲
判
決
の
一
種
と
し
て
の
「
立
法
者
の
監
視
義
務
及
び
是
正
義
務
の
宣
告
」

　

監
視
義
務
、
再
検
討
義
務
、
及
び
、
法
改
正
義
務
は
、
ま
ず
、
合
憲
判
決
の
な
か
で
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
立
法
者
に
そ
の
存
在

が
告
知
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
旧
債
務
決
定
で
は
、
異
議
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
規
範
は
「
憲
法
上
異
議
を
申
し
立
て
ら
れ
え
な
い
。
し
か

し
、
立
法
者
は
…
…
事
後
的
是
正
義
務
を
負
っ
て
い
）
21
（

る
」
と
指
摘
さ
れ
る
。
合
憲
判
決
に
い
わ
ば
「
留
）
22
（

保
」
の
よ
う
な
も
の
が
付
く
形
に

な
る
。
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
、
合
憲
判
決
に
お
け
る
判
決
形
式
の
一
つ
と
し
て
数
え
ら
れ
）
23
（
る
。
合
憲
判
決
に
は
、
①
「
合
憲
宣
言
」、
②

「
立
法
者
の
監
視
義
務
及
び
是
正
義
務
の
宣
告
」
そ
し
て
、
③
「
警
告
判
決
」
と
い
う
三
種
類
の
形
式
が
あ
）
24
（

る
。
①
合
憲
宣
言
は
、
法
律

の
正
当
性
を
強
く
保
障
す
）
25
（
る
。
③
警
告
判
決
は
、
判
決
時
点
に
お
い
て
は
「
ま
だ
合
憲
」
で
あ
る
も
の
の
近
い
将
来
に
違
憲
に
な
り
う
る

と
い
う
こ
と
を
警
告
す
）
26
（

る
。
つ
ま
り
、
判
決
時
に
「
事
情
の
変
化
」
の
兆
候
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
立
法
者
に
対
し
て
た
だ
ち
に

法
改
正
す
る
よ
う
命
じ
る
も
の
で
あ
）
27
（
る
。
そ
れ
に
対
し
、
②
「
監
視
義
務
及
び
是
正
義
務
の
宣
告
」
と
い
う
判
決
形
式
は
、
判
決
時
に
お

い
て
合
憲
で
あ
り
、
そ
の
時
点
で
合
憲
性
に
対
す
る
疑
義
は
な
く
、
ま
た
、
判
決
時
に
事
情
の
変
化
の
兆
候
も
な
い
段
階
で
「
一
般
的
な

可
能
）
28
（

性
」
を
指
摘
し
て
、
将
来
的
に
事
情
の
変
化
に
よ
る
違
憲
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
立
法
者
が
監
視
す
る
こ
と
（
そ
の
結
果
場
合

に
よ
っ
て
は
再
検
討
及
び
是
正
す
る
こ
と
）
を
義
務
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
ｃ　
「
立
法
者
の
監
視
義
務
及
び
是
正
義
務
の
宣
告
」
判
決
と
「
事
情
の
変
化
」

　

以
上
の
よ
う
に
、
②
「
立
法
者
の
監
視
義
務
及
び
是
正
義
務
の
宣
告
」
判
決
は
、
今
後
の
事
情
の
変
化
の
可
能
性
ゆ
え
に
、
法
律
の
合
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憲
性
を
強
く
保
障
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
点
で
単
な
る
①
合
憲
宣
言
と
は
異
な
り
、
ま
た
、
事
態
が
ま
だ
違
憲
の
方
向
へ
動
い
て

は
お
ら
ず
、
将
来
そ
の
兆
候
が
生
じ
る
か
も
不
明
な
段
階
で
将
来
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
義
務
付
け
ら
れ
る
点
に
お
い
て
③
警
告
判
決
と

も
異
な
る
。

　

事
後
的
是
正
義
務
の
存
在
が
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
立
法
者
に
対
し
宣
告
さ
れ
る
の
は
、
合
憲
で
あ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
事
情
の
変

化
が
あ
る
可
能
性
が
比
較
的
高
）
29
（

く
、
し
か
し
判
決
の
時
点
で
は
ま
だ
そ
の
変
化
の
兆
し
は
全
く
な
い
と
い
う
場
合
で
あ
る
。

　

こ
の
「
事
情
の
変
化
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
状
況
は
、
様
々
な
分
野
に
お
い
て
認
定
さ
れ
て
い
る
。
一
般
的
行
為
自
由
（
大

麻
使
）
30
（

用
、
債
務
免
除
に
伴
う
契
約
の
制
）
31
（

限
）、
情
報
自
己
決
定
権
（
国
勢
調
）
32
（
査
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
捜
）
33
（
査
）、
生
命
及
び
人
身
の
自
由
（
堕
胎
の
適
法
）
34
（
性
、
原
発

の
設
置
許
）
35
（
可
、
航
空
機

）
37
）（
36
（

騒
音
）、
一
般
的
平
等
（
健
康
保
険
に
お
け
る
診
療
報
酬
配
分
基
）
38
（
準
）、
学
問
の
自
由
（
新
し
い
大
学
制
度
の
創
）
39
（
設
）、
職
業

の
自
由
（「
減
反
」
政
策
に
伴
う
製
粉
所
の
設
置
制
）
40
（
限
、
闘
犬
の
輸
入
禁
）
41
（
止
）、
選
挙
原
則
（
郵
送
投
票
制
）
42
（
度
）
と
い
っ
た
幅
広
い
事
例
に
お
い
て
、

事
後
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
要
請
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、「
事
情
の
変
化
」
の
可
能
性
へ
の
着
目
が
な
さ
れ
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
展

開
に
つ
い
て
立
法
者
が
対
応
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
）
43
（

る
。

　
　

⑵　

新
規
律
義
務

　

次
に
、
“Nachbesserungspflicht

” 

と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
、
通
例 

“Neuregelungspflicht

” 

と
表
記
さ
れ
る
新
規
律
義
務
で
あ

る
が
、
こ
の
義
務
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
違
憲
確
認
判
決
と
は
何
か
に
つ
い
て
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
ま

ず
、
違
憲
確
認
判
決
と
は
何
か
、
ま
た
、
な
ぜ
そ
の
判
決
形
式
が
選
択
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
少
し
詳
し
く
見
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
ａ　

違
憲
確
認
判
）
44
（
決

　
　
　
　

⒜　

違
憲
確
認
判
決
の
登
場

　

当
初
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
法
律
の
憲
法
適
合
性
審
査
の
結
果
、
審
査
し
た
法
律
が
合
憲
の
と
き
は
有
効
と
し
、
違
憲
の
と
き
は
そ

の
法
律
を
無
効
と
し
て
き
）
45
（
た
。
そ
し
て
そ
の
判
決
の
効
果
と
し
て
は
、
有
効
判
決
は
当
該
法
律
の
正
当
性
を
強
く
保
障
す
る
機
能
を
営
）
46
（
み
、
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他
方
、
無
効
判
決
は
遡
及
的
に
（ex tunc

）
当
初
か
ら
（ipso jure

）
法
律
を
無
効
と
す
る
こ
と
で
、
法
律
の
効
力
が
失
わ
れ
、
法
律
の

適
用
も
排
除
す
る
と
さ
れ
て
き
）
47
（

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
次
第
に
無
効
判
決
を
と
る
こ
と
が
不
適
切
な
場
合
が
存
在
す
る
こ
と
が
判
明
し
、

ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
違
憲
な
法
律
を
無
効
と
す
る
の
で
は
な
く
法
律
の
違
憲
を
確
認
す
る
に
と
ど
ま
る
判
決
形
式
、
す
な
わ
ち
、

違
憲
確
認
判
決
を
生
み
出
す
に
至
っ
）
48
（
た
。

　
　
　
　

⒝　

違
憲
確
認
判
決
を
選
択
す
る
理
由

　

無
効
判
決
が
不
適
切
な
場
合
と
は
い
か
な
る
場
合
か
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
違
憲
確
認
判
決
を
選
択
す
る
の
は
、
主
に
、
①
立
法
者
の

形
成
の
自
由
に
抵
触
す
る
場
合
、
②
規
範
の
喪
失
に
よ
っ
て
著
し
い
不
都
合
が
生
じ
る
場
合
、
ま
た
、
③
規
範
の
欠
缺
が
問
題
と
な
っ
て

い
る
場
合
で
あ
）
49
（
る
。

　

①
立
法
者
の
形
成
の
自
由
が
問
題
と
な
る
ケ
ー
ス
は
平
等
原
則
に
限
ら
な
い
が
、
例
え
ば
、
一
部
の
グ
ル
ー
プ
に
利
益
を
与
え
、
他
の

グ
ル
ー
プ
に
こ
れ
を
与
え
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
平
等
原
則
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
違
憲
は
規
範
そ
の
も
の
で
は
な
く
規
範
と
規

範
の
あ
い
だ
に
存
在
し
、
通
常
、
解
決
策
が
複
数
存
在
す
る
。
そ
し
て
ど
の
解
決
策
を
選
択
す
る
か
は
立
法
者
の
形
成
の
余
地
に
属
す
）
50
（

る
。

　

②
規
範
の
喪
失
に
よ
っ
て
著
し
い
不
都
合
が
生
じ
る
場
合
と
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
（
違
憲
な
）
規
範
を
無
効
と
し
規
範
の
適
用
が

排
除
さ
れ
る
と
、「
よ
り
合
憲
的
秩
序
か
ら
か
け
離
れ
た
法
的
状
）
51
（

態
」
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
場
合
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
請
求
の
法
的
基

盤
の
喪
失
で
あ
る
。
大
学
入
学
制
限
法
判
）
52
（
決
に
お
い
て
は
、
当
該
規
定
は
白
紙
委
任
で
あ
っ
て
基
本
法
に
適
合
し
な
い
と
さ
れ
た
が
、
無

効
と
す
る
と
他
の
志
願
者
の
勉
学
の
機
会
を
奪
う
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
違
憲
確
認
判
決
が
選
択
さ
れ
た
。
ま
た
、
国
政
へ
の
重
大
な
影

響
も
理
由
と
な
る
。
こ
の
理
由
付
け
は
、
当
初
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
後
処
理
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
使
わ
れ
て
い
）
53
（

た
が
、
次
第

に
、
租
税
法
の
分
野
に
お
い
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
租
税
法
上
の
規
定
の
無
効
が
争
わ
れ
た
判
）
54
（
決
に
お
い
て
、
無
効
判
決
を
下
す

と
一
定
期
間
の
税
収
に
つ
い
て
連
邦
と
ラ
ン
ト
の
財
政
を
直
撃
し
、
そ
の
結
果
国
家
の
機
能
が
深
刻
に
脅
か
さ
れ
る
と
し
て
、
違
憲
確
認

判
決
が
選
択
さ
れ
た
。
簡
潔
に
い
う
と
、
規
範
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
困
る
場
合
で
あ
る
。
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ま
た
、
③
必
要
な
規
範
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
違
憲
で
あ
る
と
き
、
無
効
宣
言
は
当
然
に
不
適
切
で
あ
る
。
規
範
が
な
い
こ
と
が
違
憲

な
の
で
あ
る
か
ら
、
規
範
を
無
効
に
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

　
　
　
　

⒞　

違
憲
確
認
判
決
の
法
的
効
果

　

こ
の
違
憲
確
認
判
決
の
効
果
は
、
①
裁
判
所
に
対
し
て
は
裁
判
の
中
断
、
②
行
政
庁
に
対
し
て
は
原
則
的
な
適
用
停
止
、
そ
し
て
、
③

立
法
者
に
対
す
る
法
改
正
の
義
務
付
け
（
新
規
律
義
務
）
で
あ
）
55
（

る
。

　

ま
ず
、
①
で
あ
る
が
、
当
該
事
案
に
関
し
て
は
原
審
の
判
決
の
破
棄
、
ま
た
、
類
似
事
例
に
関
し
て
は
裁
判
の
執
行
が
停
止
さ
れ
）
56
（
る
。

ま
た
、
②
行
政
庁
に
対
す
る
適
用
停
止
で
あ
る
が
、
無
効
判
決
回
避
の
理
由
と
し
て
、
引
き
続
き
の
適
用
が
必
要
な
場
合
が
あ
る
一
方
で
、

違
憲
な
法
律
が
引
き
続
き
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
懸
念
か
ら
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
暫
定
的
な
適
用
可
能
性
か
そ
れ
と
も
適
用
停

止
か
と
い
う
点
で
揺
れ
動
い
て
き
）
57
（

た
。
現
在
で
は
、
原
則
と
し
て
、
適
用
は
停
止
さ
れ
、
例
外
的
に
新
規
律
ま
で
の
過
渡
的
な
規
律
が
許

容
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
裁
判
所
が
明
文
に
て
主
文
で
新
規
律
ま
で
の
過
渡
的
な
使
用
可
能
性
及
び
使
用
可
能
規
律
を
指
示
し
た

場
合
に
限
り
、
新
規
律
ま
で
の
継
続
的
な
規
律
の
適
用
が
可
能
と
な
っ
て
い
）
58
（

る
。
暫
定
的
に
規
律
を
適
用
し
続
け
る
こ
と
が
必
要
な
理
由

と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、「
法
的
安
定
性
」、
ま
た
租
税
分
野
に
お
い
て
は
「
秩
序
立
っ
た
金
融
財
政
計
画
」
で
あ
）
59
（
る
。
そ
し
て
、
③
立

法
者
に
対
し
て
は
新
し
く
規
律
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
、
一
定
の
期
間
の
あ
い
だ
に
立
法
者
が
法
改
正
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら

れ
）
60
（
る
。

　
　
　

ｂ　

定　

義

　

違
憲
無
効
判
決
で
は
な
く
、
違
憲
が
確
認
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
場
合
、
こ
の
判
決
に
よ
っ
て
は
憲
法
適
合
的
な
状
態
は
回
復
さ
れ
な
い

た
め
、
同
時
に
立
法
者
に
新
た
な
規
律
を
な
す
義
務
が
課
せ
さ
れ
る
。
こ
れ
が
新
規
律
義
務
で
あ
る
。
こ
の
義
務
は
、
無
効
の
代
わ
り
に

違
憲
を
除
去
す
る
方
法
で
あ
り
、「
憲
法
違
反
な
状
況
を
除
去
す
る
立
法
者
の
義
）
61
（

務
」
と
さ
れ
、
立
法
者
は
速
や
か
に
法
改
正
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
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2　

義
務
の
内
容
と
履
行
期
限

　

以
上
、
二
つ
の
義
務
に
つ
い
て
簡
潔
に
説
明
し
て
き
た
が
、
以
下
で
は
そ
の
内
容
や
履
行
期
限
に
つ
い
て
少
し
詳
し
く
見
る
こ
と
に
す

る
。

　
　

⑴　

事
後
的
是
正
義
務

　
　
　
ａ　

内　

容

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
事
後
的
是
正
義
務
の
内
容
、
つ
ま
り
ど
の
よ
う
に
履
行
す
べ
き
か
に
つ
い
て
具
体
的
な
指
示
は
与
え
な
い
と
さ

れ
）
62
（

る
。
例
え
ば
、「
従
来
の
組
織
形
態
を
批
判
的
に
監
視
し
、
時
宜
に
か
な
う
よ
う
改
良
す
る
こ
と
を
、
立
法
者
は
ま
さ
に
義
務
付
け
ら

れ
て
い
る
（vgl. BVerfG

E 35,79 
﹇11

）
63
（7

﹈）」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
監
視
義
務
と
事
後
的
是
正
義
務
の
存
在
を
ま
さ
に
宣
言
す
る
の
み
で
あ

る
。
そ
の
具
体
性
の
な
さ
に
対
し
て
は
、
内
容
が
不
明
確
で
あ
り
、
義
務
の
体
を
な
し
て
い
な
い
と
い
う
批
判
も
あ
）
64
（

る
が
、「
そ
の
際
、

立
法
者
に
は
、
ま
さ
に
新
し
い
組
織
形
態
の
適
性
に
関
し
て
、
評
価
大
権
及
び
予
測
余
地
を
有
し
て
い
る
（vgl. BVerfG

E 50, 290 

﹇332 

f.

﹈; 88, 203 

﹇26

）
65
（2

﹈）」
と
あ
る
よ
う
に
、
立
法
者
の
形
成
の
余
地
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
立
法
者
は
、

特
に
ど
の
よ
う
に
是
正
す
る
か
（
法
改
正
義
務
）
に
つ
い
て
形
成
の
余
地
を
有
す
る
。

　

な
お
、
監
視
義
務
に
関
し
て
は
、
監
視
義
務
を
履
行
す
る
た
め
の
制
度
を
構
築
す
る
義
務
が
監
視
義
務
に
は
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
）
66
（
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
妊
娠
初
期
の
中
絶
の
不
処
罰
を
認
め
る
妊
婦
及
び
家
族
扶
助
法
が
問
題
と
な
っ
た

第
二
次
堕
胎
判
決
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
判
示
す
る
。「
事
後
的
是
正
義
務
は
、
立
法
者
に
よ
る
法
律
の
連
続
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
一

般
的
に
含
む
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
法
律
の
憲
法
違
反
が
認
識
さ
れ
る
、
も
し
く
は
少
な
く
と
も
明
ら
か
に
認
識
し
う
る
と
き
に
は

じ
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
現
実
化
さ
れ
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
国
家
機
関
に
対
す
る
長
期
の
義
務
を
意
味
す
る
生
命
に
対
す
る
保
護
義
務

か
ら
、
特
別
な
要
求
が
導
か
れ
る
（vgl. BVerfG

E 49,89 

﹇130, 132

﹈）。
保
護
法
益
の
高
い
地
位
、
未
出
生
生
命
に
対
す
る
危
険
の
性
質
、

こ
の
領
域
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
社
会
情
勢
及
び
社
会
的
見
解
の
変
遷
は
、
ど
の
よ
う
に
法
律
上
の
保
護
構
想
が
社
会
的
現
実
の
な
か
で
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作
用
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
立
法
者
が
監
視
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
）
67
（
る
。
立
法
者
は
、
適
切
な
時
間
的
間
隔
に
お
い
て
、
ふ
さ
わ
し
い

方
法
で

―
例
え
ば
定
期
的
に
行
わ
れ
る
政
府
に
よ
る
報
告
に
よ
っ
て

―
、
法
律
が
期
待
さ
れ
た
保
護
作
用
を
実
際
に
発
揮
し
て
い
る

か
ど
う
か
、
も
し
く
は
、
過
少
保
護
禁
止
原
則
の
違
反
を
理
由
付
け
る
、
構
想
や
そ
の
実
現
に
つ
い
て
の
瑕
疵
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な

い
か
ど
う
か
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（vgl. BVerfG

E 56,54 

﹇ 82 ff.

﹈）。
こ
の
監
視
義
務
は
、
保
護
構
想
の
変
更
に
基
づ
い
て
存

在
す
）
68
（

る
」。「
監
視
義
務
は
、
立
法
者
が
自
ら
の
権
限
の
枠
の
な
か
で
、
法
律
の
作
用
の
評
価
の
た
め
に
必
要
な
デ
ー
タ
を
計
画
的
に
収
集

し
、
蓄
積
し
、
評
価
す
る
こ
と
へ
の
配
慮
を
含
む
。
…
…
十
分
な
証
言
能
力
の
あ
る
信
頼
の
お
け
る
統
計
は
、
そ
の
た
め
に
欠
く
こ
と
が

で
き
な
い
。
…
…
妊
娠
中
絶
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
国
家
統
計
を
放
棄
す
る
こ
と
は
、
保
護
義
務
と
両
立
し
え
な
い
。
立
法
者
は
そ
れ
に

よ
っ
て
、
保
護
構
想
の
作
用
を
監
視
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
を
放
棄
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
今
日
ま
で
の
統
計
上
の
基
礎
が
信

頼
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
判
明
し
た
こ
と
を
反
論
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
）
69
（

い
。」

　
　
　

ｂ　

履
行
期
限

　

ま
ず
、
監
視
義
務
に
関
し
て
は
、
第
二
次
堕
胎
判
決
の
上
述
の
引
用
部
の
よ
う
に
、
政
府
の
報
告
な
）
70
（

ど
に
よ
る
定
期
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
が
企
図
さ
れ
て
い
る
。

　

再
検
討
義
務
及
び
法
改
正
義
務
の
履
行
期
限
に
つ
い
て
は
た
い
て
い
明
示
さ
れ
ず
、
指
摘
さ
れ
る
に
し
て
も
「
複
雑
な
事
情
の
場
合
に
、

立
法
者
に
さ
し
あ
た
り
経
験
を
収
集
す
る
た
め
の
相
当
な
期
間
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
、
立
法
者
は
最
初
の
段
階
に
お
い
て
お
お
ま
か
な
類

型
化
及
び
一
般
化
で
十
分
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
是
認
し
う
る
。
…
…
そ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
規
律
に
伴
う
有
害

性
は
、
立
法
者
が
後
に
な
っ
て
か
ら
の
再
検
討
、
及
び
進
行
に
合
わ
せ
た
細
分
化
を
事
柄
に
即
し
た
解
決
策
の
た
め
の
十
分
な
経
験
資
料

に
も
か
か
わ
ら
ず
怠
っ
た
と
き
に
は
じ
め
て
憲
法
上
の
異
議
に
と
っ
て
の
理
由
と
な
）
71
（
る
」
と
し
て
、「
相
当
な
期
間
」
と
の
指
摘
に
と
ど

ま
る
。

　

た
だ
し
、
そ
れ
に
加
え
て
、
再
検
討
ま
で
の
期
間
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
、
旧
債
務
決
定
で
は
「
目
的
達
成
の
不
確
実
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性
ゆ
え
に
、
立
法
者
は
さ
ら
な
る
展
開
を
監
視
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
規
律
の
事
後
的
是
正
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
立

法
者
に
対
し
て
、
対
象
の
複
雑
性
ゆ
え
に
、
経
験
を
収
集
す
る
た
め
の
相
当
な
期
間
が
当
然
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
立
法
者
の
構

想
に
よ
れ
ば
大
半
の
ケ
ー
ス
で
負
債
の
弁
済
が
達
成
さ
れ
る
は
ず
の
約
二
〇
年
の
期
間
の
も
と
で
、
こ
の
た
め
に
、
ド
イ
ツ
統
一
の
確
立

及
び
清
算
の
た
め
の
免
責
の
導
入
か
ら
一
〇
年
の
期
間
が
適
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
期
間
の
経
過
後
に
、
達
成
さ
れ
よ
う
と
し
て

い
る
目
的
が
採
用
さ
れ
た
方
法
で
さ
ら
な
る
一
〇
年
間
の
う
ち
に
達
成
さ
れ
う
る
の
か
ど
う
か
の
再
検
討
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
）
72
（
い
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
な
お
、
こ
の
決
定
で
は
、
目
標
達
成
に
必
要
と
考
え
る
期
間
の
半
分
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
再
検
討
す

べ
き
時
期
は
事
物
の
性
質
に
照
ら
し
て
様
々
で
あ
り
う
）
73
（

る
。

　

な
お
、
警
告
判
決
の
形
で
、
法
改
正
義
務
の
履
行
期
限
が
近
付
い
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
こ
と
が
あ
）
74
（
る
。「
事
情
が
変
化
し
つ
つ
あ

り
、
近
い
将
来
に
違
憲
に
な
り
う
る
」
と
い
う
判
決
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
た
と
え
裁
判
所
が
一
〇
年
後
に
再
検
討
と
い
っ
て
い
て
も
、
そ

れ
は
あ
く
ま
で
特
段
の
変
化
の
な
い
状
況
に
お
け
る
目
安
で
あ
り
、
事
情
の
変
化
の
状
況
に
よ
っ
て
履
行
期
限
は
変
動
し
う
る
の
で
あ
）
75
（
る
。

　
　

⑵　

新
規
律
義
務

　
　
　
ａ　

内　

容

　

他
方
、
新
規
律
義
務
の
場
合
、
事
後
的
是
正
義
務
に
比
べ
て
立
法
者
の
形
成
の
余
地
が
限
定
さ
れ
る
。
違
憲
な
部
分
を
除
去
す
る
義
務

で
あ
る
以
上
、
ど
の
箇
所
が
違
憲
か
、
す
な
わ
ち
、
ど
の
箇
所
を
除
去
す
べ
き
か
、
改
正
内
容
を
裁
判
所
が
比
較
的
具
体
的
に
指
示
す
る

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
違
憲
除
去
と
い
う
任
務
に
即
し
て
形
成
の
余
地
は
縮
減
す
る
。
な
お
、
ど
の
よ
う
に
除
去
な
い
し
法
改
正
す

る
か
、
そ
の
方
法
は
自
由
で
あ
）
76
（

る
。

　
　
　

ｂ　

履
行
期
限

　

義
務
履
行
の
期
間
は
大
体
、
一
年
か
ら
三
年
程
度
で
あ
り
、
○
年
○
月
○
）
77
（

日
と
固
定
さ
れ
た
期
日
が
指
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
）
78
（

い
。
そ
の

期
限
に
間
に
合
う
よ
う
、
立
法
者
は
、
改
正
作
業
に
取
り
組
み
、
ま
た
改
正
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
九
九
〇
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年
五
月
三
〇
日
の
解
約
告
知
期
間
判
決
で
は
「
…
…
立
法
者
は
、
法
的
状
況
を
遅
滞
な
く
基
本
法
と
一
致
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

…
…
立
法
者
に
対
し
、
新
た
な
規
律
の
た
め
に
一
九
九
三
年
六
月
三
〇
日
ま
で
の
期
日
を
設
定
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
）
79
（
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

3　

義
務
違
反
の
判
断
・
法
的
効
果

　

次
に
、
こ
れ
ら
の
義
務
に
違
反
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
義
務
違
反
の
判
断
方
法
も
し
く
は
義
務
違
反
の
効
果
に
つ
い
て
比
較
検
討
す
る
。

　
　

⑴　

事
後
的
是
正
義
務
違
反

　

事
後
的
是
正
義
務
違
反
の
有
無
に
つ
い
て
、
立
法
者
が
実
際
に
義
務
を
満
た
し
た
か
ど
う
か
評
価
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
と
さ
れ

る
）
80
（
が
、
い
く
つ
か
の
事
例
を
挙
げ
る
こ
と
と
す
る
。

　

例
え
ば
、
健
康
保
険
の
診
療
報
酬
配
分
基
準
が
専
門
科
目
ご
と
の
差
異
を
考
慮
し
て
い
な
い
と
し
て
平
等
原
則
に
違
反
す
る
か
が
問
題

と
な
っ
た
診
療
報
酬
決
定
で
は
、「
憲
法
上
の
評
価
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、〔
報
酬
基
準
を
決
定
す
る
〕
収
益
段
階
が
年
に
一
度
、
そ
れ
が

現
在
の
状
況
に
ま
だ
合
致
し
て
い
る
か
に
照
ら
し
て
審
査
さ
れ
る
こ
と
が
最
初
か
ら
明
文
で
規
定
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
む
し
ろ
、

収
益
段
階
が
実
際
に
も
す
で
に
二
年
後
に
根
本
的
に
変
化
し
、
そ
れ
に
引
き
続
い
て
、
今
と
な
っ
て
は
不
十
分
な
細
分
化
で
あ
っ
て
意
義

が
認
識
で
き
な
い
方
法
で
は
あ
る
も
の
の
、
改
良
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
情
の
場
合
に
お
い
て
、
当
初
の
規
定
は
不
十
分

な
細
分
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
ま
だ
憲
法
に
合
致
す
る
と
評
価
さ
れ
う
）
81
（
る
」
と
し
て
、
立
法
者
が
、
事
情
の
変
化
に
対
応
し
て
規
準
を
改
訂

し
た
こ
と
が
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
航
空
機
騒
音
決
定
で
は
、
基
本
権
保
護
義
務
か
ら
事
後
的
是
正
義
務
が
導
出
さ
れ
る
と
述
べ
た
う
え
で
、
事
後
的
是
正
義
務
の

不
作
為
に
よ
っ
て
基
本
権
保
護
義
務
に
違
反
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
判
断
す
る
。「
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
こ
の
種
の

憲
法
違
反
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
も
と
も
と
適
法
で
あ
っ
た
規
律
が
そ
の
間
の
状
況
の
変
化
ゆ
え
に
憲
法
上
甘
受
で
き
な
い

こ
と
が
明
白
で
あ
り
、
立
法
者
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
引
き
続
き
何
も
し
な
い
で
い
た
か
、
も
し
く
は
明
ら
か
に
誤
っ
た
事
後
的
是
正
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措
置
を
採
っ
た
場
合
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
際
、
航
空
機
騒
音
抑
制
の
分
野
に
お
い
て
受
忍
限
度
に
関
す
る
信
頼
で
き
る
科
学
的
な
知
見
が

ま
だ
存
在
せ
ず
、
ま
た
、
航
空
輸
送
は
国
際
的
に
結
び
付
い
て
お
り
、
立
法
者
に
適
切
な
経
験
の
余
地
及
び
適
合
の
余
地
が
当
然
に
与
え

ら
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
、
複
雑
な
テ
ー
マ
が
こ
の
規
律
に
関
し
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
顧
慮
さ
れ
）
82
（
る
。」
と
し
た
上
で
、
そ
の
具

体
的
な
審
査
に
お
い
て
は
、
事
情
の
変
化
の
有
無
を
確
認
す
る
の
で
は
な
く
、「
立
法
者
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
引
き
続
き
何
も
し
な

い
で
い
た
か
、
も
し
く
は
明
ら
か
に
誤
っ
た
事
後
的
是
正
措
置
を
採
っ
）
83
（

た
」
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
。「
連
邦
政
府
及
び
国
際
委
員
会
が

し
ば
ら
く
前
か
ら
一
貫
し
て
航
空
機
騒
音
問
題
に
対
し
て
関
心
を
抱
い
て
き
た
と
異
議
申
立
人
が
認
め
る
よ
う
に
、
…
…
す
で
に
一
九
七

一
年
に
、
航
空
機
騒
音
か
ら
の
保
護
の
た
め
に
法
律
が
制
定
さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
一
九
七
四
年
に
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
空
港
に
対
し

騒
音
保
護
範
囲
が
確
定
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
立
法
者
の
完
全
な
不
作
為
は
否
定
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
初
期
に
お
い
て
こ
の
法
律
は
、

消
極
的
な
騒
音
保
護
の
た
め
の
措
置
（
建
築
禁
止
、
建
物
の
遮
音
）
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
異
議
申
立
人
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
立
法
者
は
そ

の
よ
う
な
措
置
だ
け
で
は
立
法
者
の
事
後
的
是
正
義
務
を
十
分
に
果
た
し
て
い
な
い
と
さ
れ
る
。
…
…
も
っ
と
も
、
航
空
機
騒
音
保
護
の

た
め
の
法
律
は
、
異
議
申
立
人
に
よ
っ
て
不
十
分
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
消
極
的
な
騒
音
保
護
措
置
に
尽
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
…
…
既

に
一
九
七
五
年
に
航
空
輸
送
規
則
に
関
す
る
改
正
規
則
（
…
…
異
議
申
立
人
ら
に
よ
っ
て
危
惧
さ
れ
た
超
音
波
速
度
で
の
民
間
航
空
機
の
飛
行
を
原

則
的
に
禁
止
す
る
改
正
規
則
）
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
法
的
根
拠
及
び
一
九
七
四
年
三
月
一
五
日
の
連
邦
環
境
汚
染
防
止
法
三
八
条
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
の
決
議
に
よ
っ
て
一
九
七
九
年
に
可
決
さ
れ
た
亜
音
速
航
空
機
の
騒
音
公
害
の
減
少
に
関
す
る
指
針
を
、
必
要
な
場

合
に
国
内
的
法
的
秩
序
と
し
て
公
布
す
る
こ
と
を
、
よ
り
早
く
可
能
に
す
る
。
こ
の
指
針
は
、
積
極
的
な
保
護
措
置
に
よ
っ
て
エ
ン
ジ
ン

に
よ
る
騒
音
発
生
の
緩
和
を
優
先
す
る
も
の
で
あ
り
、
異
議
申
立
人
の
要
望
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
指
針
が
決
定

す
る
の
は
、
航
空
機
の
新
た
な
許
可
に
際
し
て
、
た
だ
ち
に
国
際
民
間
航
空
機
関
の
明
ら
か
に
厳
し
い
最
新
の
限
界
値
が
拘
束
力
を
持
ち
、

一
九
八
六
年
一
二
月
三
一
日
以
降
全
て
の
航
空
機
が
こ
の
限
界
値
に
合
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
）
84
（

る
」。

そ
し
て
、「
こ
の
既
に
な
さ
れ
た
諸
措
置
、
も
し
く
は
、
法
律
上
の
規
律
に
よ
っ
て
な
さ
れ
う
る
諸
措
置
の
考
慮
の
も
と
、
立
法
者
が
事
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後
的
是
正
義
務
と
い
う
場
合
に
よ
っ
て
生
じ
う
る
義
務
に
明
白
に
違
反
し
た
と
い
う
訴
え
は
、
明
ら
か
に
理
由
が
な
）
85
（
い
」。

　

以
上
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
の
は
、
平
等
、
基
本
権
保
護
義
務
と
い
っ
た
審
査
尺
度
が
比
較
的
緩
や
か
な
分
野
で
あ
っ
て
も
、
少
な
く
と

も
、
立
法
者
が
全
く
何
も
し
て
い
な
い
状
況
で
は
違
憲
と
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
）
86
（
る
。
ま
た
、
監
視
義
務
に
つ
い
て
は
、
第
二
次
堕

胎
判
決
は
、
前
述
の
通
り
、
制
度
構
築
義
務
が
監
視
義
務
に
含
ま
れ
る
と
し
た
上
で
、
統
計
を
廃
止
し
た
こ
と
に
つ
き
制
度
構
築
義
務
違

反
を
認
定
し
、
違
憲
と
の
判
断
を
下
し
て
い
）
87
（

る
。
立
法
者
の
制
定
後
の
実
際
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
有
無
が
審
）
88
（

査
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
法

律
制
定
の
段
階
か
ら
事
後
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
も
ま
た
審
査
さ
れ
う
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
結
果
と
し

て
は
、
法
律
の
違
憲
が
生
じ
る
。
つ
ま
り
、
合
憲
か
違
憲
か
と
い
う
段
階
の
話
で
あ
る
。

　
　

⑵　

新
規
律
義
務
違
反

　

そ
れ
に
対
し
て
、
す
で
に
違
憲
で
あ
る
が
ゆ
え
に
課
せ
ら
れ
た
新
規
律
義
務
に
つ
い
て
、
そ
の
義
務
違
反
が
あ
っ
た
場
合
、
す
な
わ
ち
、

期
限
ま
で
に
法
改
正
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
そ
の
判
断
方
法
は
一
見
明
白
で
あ
る
も
の
の
、
そ
の
法
的
効
果
に
つ
い
て
は
、
暫
定
的

な
適
用
可
能
性
が
そ
こ
で
終
了
す
る
の
か
、
ま
た
、
執
行
停
止
が
解
除
さ
れ
る
の
か
問
題
と
な
る
。

　

そ
の
点
に
つ
い
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、「
そ
の
よ
う
な
未
解
決
の
状
況
が
あ
ま
り
に
長
く
続
く
場
合
は
、
そ
れ
自
体
が
憲
法
違
反
と

な
り
う
る
。
基
本
法
は
、
効
果
的
な
法
的
保
護
を
民
事
法
上
の
訴
訟
に
お
い
て
も
保
障
す
る
（
基
本
法
二
〇
条
三
号; vgl. BVerfG

E 74, 228 

﹇234

﹈）。
憲
法
違
反
な
法
的
状
況
を
理
由
と
す
る
裁
判
手
続
の
停
止
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
限
定
的
な
期
間
の
あ
い
だ
の
み
甘
受
さ
れ
う
る
。

立
法
者
が
、
憲
法
違
反
を
適
切
な
期
間
内
に
解
決
し
な
い
場
合
、
諸
裁
判
所
は
、
…
…
諸
裁
判
所
に
係
属
中
の
係
争
を
継
続
し
、
憲
法
適

合
的
解
釈
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
89
（

い
」
と
述
べ
て
い
）
90
（

る
。
も
っ
と
も
、
そ
こ
で
の
「
憲
法
適
合
的
解
釈
」
に
つ
い
て
は
、
特
に
、
立
法

者
の
形
成
の
自
由
ゆ
え
に
違
憲
確
認
判
決
が
下
さ
れ
て
い
た
場
合
に
、
憲
法
適
合
的
解
釈
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
で
き
た
は

ず
な
の
で
は
な
い
か
、
要
す
る
に
そ
の
「
憲
法
適
合
的
解
釈
」
は
、
ほ
と
ん
ど
立
法
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
当
然
の
疑
問
が
湧
く

で
あ
ろ
）
91
（
う
。
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4　

小　

括

　

以
上
の
考
察
を
簡
潔
に
ま
と
め
る
と
以
下
の
結
論
が
得
ら
れ
る
。
事
後
的
是
正
義
務
は
、
合
憲
判
決
そ
し
て
「
事
情
の
変
化
」
に
よ
っ

て
特
徴
付
け
ら
れ
、
新
規
律
義
務
は
、
違
憲
確
認
判
決
、
つ
ま
り
何
ら
か
の
「
無
効
回
避
の
必
要
性
」
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
。
ま

た
、
義
務
自
体
に
つ
い
て
は
、
前
者
と
後
者
を
比
較
す
る
と
形
成
の
余
地
に
つ
い
て
は
前
者
の
ほ
う
が
広
く
、
ま
た
履
行
期
限
に
つ
い
て

も
前
者
は
変
動
的
で
あ
り
後
者
は
固
定
的
で
あ
る
。
加
え
て
、
義
務
違
反
に
関
し
て
も
、
そ
の
判
断
方
法
も
法
的
効
果
も
異
な
り
、
前
者

は
、
義
務
違
反
が
発
生
し
て
い
る
か
、
つ
ま
り
違
憲
が
発
生
し
て
い
る
か
と
い
う
段
階
の
話
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、
違
憲
の
後

も
な
お
立
法
者
が
法
改
正
を
し
な
い
と
い
う
段
階
の
話
で
あ
る
。
以
上
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
の
は
、
事
後
的
是
正
義
務
と
新
規
律
義
務
に

は
別
異
の
義
務
と
し
て
扱
う
相
応
の
理
由
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
差
異
の
決
め
手
と
な
る
タ
ー
ム
は
、「
事
情
の
変
化
」、
そ
し
て
、

「
違
憲
確
認
判
決
」
で
あ
る
。
事
後
的
是
正
義
務
違
反
は
違
憲
の
ト
リ
ガ
ー
で
あ
る
が
、
そ
の
際
違
憲
確
認
判
決
が
選
択
さ
れ
る
か
、
違

憲
無
効
判
決
が
選
択
さ
れ
る
か
は
ケ
ー
ス
に
よ
り
け
り
で
あ
る
。
新
規
律
義
務
は
、「
事
情
の
変
化
」
の
有
無
に
は
関
係
な
く
、
違
憲
確

認
判
決
が
選
択
さ
れ
る
場
合
に
付
随
す
る
。
事
後
的
是
正
義
務
と
新
規
律
義
務
は
別
異
の
義
務
で
あ
り
、
そ
の
間
に
は
何
ら
の
論
理
的
必

然
性
も
な
い
。

㈡　

判
別

―
Ａ
Ｔ
Ｄ
法
判
決
を
素
材
に

　

以
上
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、「
事
情
の
変
化
」
や
「
違
憲
確
認
判
決
」
と
い
う
タ
ー
ム
が
こ
の
二
つ
の
義
務
を
判
別
す
る
ポ
イ
ン
ト

で
あ
る
が
、
実
際
に
は
こ
の
タ
ー
ム
は
明
示
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
具
体
的
事
例
に
お
け
る 

“Nachbesserungspflicht

” の
意
味
を
実
際
に
ど
の
よ
う
に
判
別
す
る
か
を
示
す
。

1　

対
テ
ロ
デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル
法
判
）
92
（

決

　

今
回
、
具
体
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
対
テ
ロ
デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル
法
（
以
下
Ａ
Ｔ
Ｄ
法
と
す
る
）
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
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の
判
例
で
あ
る
。
対
テ
ロ
デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル
（
以
下
Ａ
Ｔ
Ｄ
）
と
は
、
秘
密
情
報
機
関
と
警
察
機
関
の
情
報
共
有
を
容
易
に
す
る
デ
ー
タ

フ
ァ
イ
ル
の
こ
と
で
あ
）
93
（

る
。
本
判
決
は
、
情
報
共
有
が
情
報
自
己
決
定
権
へ
の
介
入
に
当
た
る
と
し
、
ま
た
、
情
報
自
己
決
定
権
か
ら
秘

密
情
報
機
関
と
警
察
と
の
情
報
の
分
離
原
則
を
導
出
し
）
94
（
た
。
そ
し
て
、
デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル
の
基
本
構
造
を
合
憲
と
し
た
上
で
、
個
々
の
規

定
に
お
い
て
い
く
つ
か
の
違
憲
性
を
確
認
し
）
95
（
た
。

2　

“Nachbesserungspflicht

”

　

本
稿
の
関
心
に
お
い
て
は
、
監
督
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
の
判
示
が
重
要
で
あ
る
。
監
督
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
き
、
Ａ
Ｔ
Ｄ
法

一
〇
条
一
項
は
、「
デ
ー
タ
保
護
の
実
施
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
連
邦
デ
ー
タ
保
護
法
二
四
条
一
項
に
基
づ
き
、
連
邦
デ
ー
タ
保
護
・
情

報
自
由
監
察
官
が
義
務
を
負
う
。
州
官
庁
に
よ
る
デ
ー
タ
の
入
力
及
び
ク
エ
リ
の
デ
ー
タ
保
護
法
上
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
州
の
デ
ー
タ

保
護
法
に
従
う
」
と
す
る
。

　

秘
密
情
報
機
関
と
警
察
機
関
と
の
間
で
の
、
デ
ー
タ
当
事
者
に
通
知
さ
れ
る
こ
と
な
く
行
わ
れ
る
情
報
交
換
を
規
律
す
る
Ａ
Ｔ
Ｄ
法
に

関
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
監
督
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
重
要
性
を
述
べ
た
上
）
96
（

で
、
立
法
者
及
び
監
督
官
庁
に
課
せ
ら
れ
る
義
務
に
つ

い
て
以
下
の
通
り
指
摘
す
る
。「
個
人
の
権
利
保
護
の
希
薄
性
に
対
し
て
監
督
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
有
す
る
補
正
的
な
機
能
に
か
ん
が
み
、

こ
の
よ
う
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
定
期
的
な
実
施
は
特
別
な
意
味
を
持
ち
、
そ
の
よ
う
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
適
当
な
間
隔

―
こ
の
期
間

は
特
に
最
大
で
、
約
二
年
間
を
超
え
て
は
な
ら
な
い

―
で
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
監
督
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の

整
備
の
際
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
効
果
的
な
監
督
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
憲
法
上
の
要
請
を
保
障
す
る
こ
と
が
、
立
法
者

及
び
諸
官
庁
に
共
通
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
…
…
一
定
の
間
隔
で
定
め
ら
れ
た
義
務
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
必
要
性
に
関
し
て
、
十
分

な
法
律
上
の
規
準
が
、
欠
け
て
い
る
。
こ
の
点
で
立
法
者
にN

achbesserungspflicht

が
該
当
す
る
。
そ
の
他
の
点
で
、
立
法
者
は
さ

し
あ
た
り
、
協
力
体
制
が
整
っ
た
諸
官
庁
の
実
務
に
お
い
て
効
果
的
に
諸
規
定
が
画
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
信
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
っ
と
も
、
立
法
者
は
〔
監
督
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
機
関
間
の
〕
協
力
と
い
う
点
に
関
し
て
、
法
律
上
の
明
白
化
も
し
く
は
訴
訟
管
轄
の
撤
廃
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と
い
っ
た
係
争
解
決
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
導
入
を
必
要
と
す
る
紛
争
が
生
じ
て
い
な
い
か
ど
う
か
をbeobachtung

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

透
明
性
の
保
障
及
び
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
保
障
の
た
め
に
、
最
終
的
に
、
報
告
義
務
の
法
律
上
の
規
律
が
必
要
で
あ
る
。
…
…
Ａ
Ｔ
Ｄ
法
に

基
づ
く
デ
ー
タ
の
蓄
積
及
び
利
用
が
、
対
象
者
の
保
護
及
び
公
開
性
か
ら
広
範
囲
に
免
れ
、
ま
た
、
効
果
的
な
裁
判
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が

十
分
に
は
行
わ
れ
え
な
い
以
上
、
デ
ー
タ
ス
ト
ッ
ク
及
び
Ａ
Ｔ
Ｄ
の
利
用
に
関
し
て
の
、
連
邦
刑
事
局
に
よ
る
議
会
及
び
市
民
に
対
す
る

定
期
的
な
報
告
が
法
律
上
確
実
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
報
告
は
必
須
で
あ
り
、
Ａ
Ｔ
Ｄ
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
る
デ
ー
タ
交
換
に
関

す
る
公
の
議
論
を
可
能
に
し
、
デ
ー
タ
交
換
を
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
及
び
審
査
に
服
せ
し
め
る
よ
う
十
分
に
内
容
豊
か
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
）
97
（

い
」。

　

す
な
わ
ち
、
立
法
者
及
び
監
督
官
庁
に
対
し
て
、
効
果
的
な
監
督
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
保
障
す
る
こ
と
、
監
督
官
庁
に
対
し
て
二
年
ご

と
の
定
期
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
す
る
こ
と
、
そ
し
て
立
法
者
に
対
し
て
は
、
効
果
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
保
障
す
る
た
め
に
、
①
定
期
的

な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
関
し
て
法
律
上
明
記
す
る
こ
と
（N

achbesserungspflicht

）、
②
新
し
い
訴
訟
制
度
な
ど
の
導
入
の
必
要
性
の
有
無

に
つ
い
て
監
視
す
る
こ
と
（Beobachtungspflicht
）、
③
議
会
及
び
市
民
に
対
す
る
定
期
的
な
報
告
義
務
の
法
律
上
の
明
記
で
あ
る
。

　

こ
の
①
②
③
の
義
務
の
う
ち
、
事
後
的
是
正
義
務
、
新
規
律
義
務
は
ど
れ
か
。
結
論
を
先
取
り
す
る
と
、
③
及
び 

“Nachbesserungs- 

pflicht

” 

の
表
記
の
あ
る
①
は
新
規
律
義
務
で
あ
り
、
②
が
事
後
的
是
正
義
務
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。
以
下
そ
の
判
断
方
法
を
記
述
す

る
。

　

ま
ず
、
判
決
主
文
は
、
監
督
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
関
し
て
、「
Ａ
Ｔ
Ｄ
法
三
条
一
項
一
文
一
号
ｂ
及
び
一
〇
条
一
項
は
、
判
決
理
由
に

述
べ
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
補
足
的
規
律
が
不
足
し
て
い
る
限
り
で
、
基
本
法
一
条
一
項
と
結
び
つ
い
た
二
条
一
項
と
合
致
し
え
な
い
」

と
す
る
。
規
律
の
不
足
ゆ
え
に
違
憲
と
い
う
こ
と
は
、
本
稿
に
お
い
て
確
認
し
た
よ
う
に
無
効
で
は
解
決
で
き
ず
、
こ
の
部
分
に
関
し
て

違
憲
確
認
判
決
及
び
新
規
律
の
義
務
づ
け
判
決
で
あ
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
、
三
条
一
項
一
文
一
号
を
見
る
と
、
規
律
が
不
足
し

て
い
る
と
い
う
記
述
は
あ
る
も
の
の
違
憲
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
主
文
で
は
違
憲
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
一
〇
条
一
項
に
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関
し
て
も
、
規
律
が
不
足
し
て
い
る
と
い
う
記
述
し
か
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
一
〇
条
一
項
に
関
し
て
、
こ
の
部
分
以
外

に
法
改
正
義
務
に
当
て
は
ま
る
も
の
は
な
い
。
と
す
る
と
少
な
く
と
も
一
つ
は
、
新
規
律
義
務
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
引
用
部
に
戻
る
と
、
①
と
③
は
規
律
の
不
足
ゆ
え
に
法
律
上
の
明
記
す
な
わ
ち
法
改
正
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
点
で
同

じ
義
務
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
②
の
義
務
は
今
後
の
制
度
の
必
要
性
に
つ
い
て
注
視
す
る
義
務
で
あ
る
と
こ
ろ
、
違
憲
で
あ
れ
ば
即

座
に
是
正
が
必
要
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
違
憲
確
認
後
の
義
務
で
は
あ
り
え
な
い
。
以
上
の
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
①
と
③
は
と
も
に

新
規
律
義
務
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
。
そ
し
て
、「
事
情
の
変
化
」
の
有
無
も
確
認
す
る
と
、
②
に
は
今
後
の
「
事
情
の
変
化
」（
今
後
の

制
度
の
必
要
性
）
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
い
か
に
も
典
型
的
な
事
後
的
是
正
義
務
（
狭
義
に
は
監
視
義
務
）
で
あ
る
が
、
①
と
③
の
場
合
に

は
、
も
と
も
と
当
初
の
法
律
の
記
載
が
な
か
っ
た
こ
と
が
違
憲
な
の
で
あ
っ
て
「
事
情
の
変
化
」
が
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
①
と
③
は

未
履
行
状
態
の
事
後
的
是
正
義
務
で
も
な
い
。
以
上
か
ら
①
と
③
が
（
事
後
的
是
正
義
務
違
反
を
伴
わ
な
い
）
新
規
律
義
務
、
ま
た
、
②
が

事
後
的
是
正
義
務
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
か
ら
、
“Nachbesserungspflicht
” 
の
表
記
自
体
か
ら
、
す
な
わ
ち
事
後
的
是
正
義
務
と
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
若
干
の
考

察
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
本
稿
で
見
出
し
た
「
違
憲
確
認
判
決
（
な
い
し
無
効
判
決
回
避
の
必
要
性
）」
と
「
事

情
の
変
化
」
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
そ
の
判
断
の
際
に
重
要
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
明
文
で
存
在
し
な

い
場
合
に
い
か
な
る
要
素
を
も
っ
て
そ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
有
無
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
、
確
認
で
き
た
で
あ
ろ
う
。

三　

“Nachbesserungspflicht

” と
新
規
律
義
務

　

で
は
、
以
上
の
考
察
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
二
つ
の
義
務
の
差
異
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
新
規
律
義
務
を
も
“Nachbesserungs- 

pfl icht

”と
表
記
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
新
規
律
義
務
を
“Nachbesserungspflicht
”と
表
記
す
る
要
因
を
推
察
し
て
み
た
い
。
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㈠　
「
事
情
の
変
化
」
と
違
憲
確
認
判
決
の
親
和
性

　

上
述
の
よ
う
に
、
事
後
的
是
正
義
務
は
、「
事
情
の
変
化
」
に
よ
っ
て
、
新
規
律
義
務
は
、「
違
憲
確
認
判
決
」
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
特

徴
付
け
ら
れ
る
、
全
く
異
な
る
義
務
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
二
つ
の
義
務
は
、
あ
る
文
脈
に
お
い
て
一
致
を
見
る
。

　

唐
突
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
事
情
の
変
化
」
を
辿
る
あ
る
法
律
の
一
生
を
想
定
す
る
。

　

ま
ず
、
合
憲
に
制
定
さ
れ
て
し
ば
ら
く
、
あ
る
い
は
「
監
視
義
務
及
び
是
正
義
務
の
宣
告
判
決
」
の
の
ち
に
立
法
者
に
監
視
さ
れ
る
。

そ
の
後
、
事
情
の
変
化
の
兆
候
が
生
じ
て
再
検
討
義
務
及
び
是
正
義
務
が
具
体
化
す
る
が
、
立
法
者
に
よ
っ
て
是
正
さ
れ
る
こ
と
の
な
い

ま
ま
裁
判
所
に
持
ち
込
ま
れ
る
と
、
ま
だ
合
憲
で
あ
る
が
近
い
将
来
に
違
憲
と
な
る
こ
と
が
予
見
さ
れ
る
と
し
て
、
立
法
者
に
事
後
的
是

正
義
務
の
履
行
期
限
が
近
付
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
警
告
さ
れ
）
98
（

る
。
そ
し
て
そ
の
後
事
情
の
変
化
が
進
む
と
、
事
情
の
変
化
が
認
定
さ

れ
）
99
（
る
、
あ
る
い
は
、
立
法
者
の
不
作
為
が
認
定
さ
れ
、
違
憲
の
法
律
と
な
る
。

　

そ
し
て
、
違
憲
判
決
の
う
ち
違
憲
確
認
判
決
も
し
く
は
違
憲
無
効
判
決
が
選
択
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
と
き
、「
事
情
の
変

化
」
に
よ
る
違
憲
は
違
憲
確
認
判
決
を
必
然
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、「
事
情
の
変
化
」
に
よ
る
違
憲
は
違
憲
確
認
判
決
と
結
び
付
き

や
す
い
の
で
あ
る
。
確
か
に
理
論
上
は
「
事
情
の
変
化
」
な
い
し
事
後
的
是
正
義
務
違
反
に
よ
る
違
憲
も
、
違
憲
無
効
判
決
と
な
り
う
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
事
情
の
変
化
で
違
憲
と
な
る
場
合
（
事
後
的
是
正
義
務
違
反
の
結
果
の
一
類
型
）、
無
効
に
よ
る
不
都
合
が
生
じ
る
こ
と
が

多
い
と
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
）
100
（

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
例
え
ば
、
事
情
の
変
化
ゆ
え
に
規
範
的
評
価
が
変
化
す
る
こ
と
が
し
ば
し

ば
見
ら
れ
る
平
等
の
）
101
（

例
で
あ
れ
ば
、
先
に
も
説
明
し
た
よ
う
に
、
形
成
の
余
地
が
問
題
と
な
る
。
ま
た
、
違
憲
判
決
ま
で
合
憲
な
法
律
と

し
て
長
年
使
わ
れ
て
き
た
以
上
、
そ
れ
を
無
効
と
す
る
こ
と
が
法
的
安
定
性
を
損
な
う
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

事
情
の
変
化
な
い
し
事
後
的
是
正
義
務
違
反
ゆ
え
に
違
憲
と
い
う
場
合
、
違
憲
確
認
判
決
が
選
択
さ
れ
や
す
い
と
い
う
こ
の
よ
う
な
状

況
の
な
か
で
、
し
か
も
、
具
体
的
な
改
正
の
内
容
を
同
じ
く
す
）
102
（
る
法
改
正
義
務
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
ひ
と
つ
な
が
り
の
義
務
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と
し
）
103
（
て
、
事
情
の
変
化
、
な
い
し
、
事
後
的
是
正
義
務
を
基
軸
と
す
る
論
文
の
な
か
で
新
規
律
義
務
を 

“Nachbesserungspflicht

” 

と

表
記
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
）
104
（

る
。

㈡　

“Nachbesserungspflicht

”＝
法
改
正
義
務

　

ま
た
、
新
規
律
義
務
を 

“Nachbesserungspflicht

” 

と
呼
ぶ
こ
と
は
決
し
て
間
違
い
で
は
な
い
こ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
混
用
が
続
く

こ
と
の
一
因
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
“Nachbesserungspflicht

” 

の
直
訳
は
、
あ
と
で
（nach

）
直
す
（bessern

）
義
務
（pflicht

）、

つ
ま
り
、
立
法
者
に
向
け
ら
れ
る
こ
の
文
脈
で
言
う
と
「
法
改
正
義
務
」
で
あ
る
が
、
新
規
律
義
務
も
ま
た
、
法
改
正
義
務
で
あ
る
こ
と

に
は
変
わ
り
な
い
。
事
後
的
是
正
義
務
に
お
け
る 

“Nach

” 

の
意
味
が
、
法
律
の
制
定
後

0

0

0

0

0

0

と
い
う
意
味
で
あ
る
の
に
対
し
、
新
規
律
義
務

の
“Nach

” 

は
、
法
律
の
違
憲
宣
言
後

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
意
味
（
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
法
律
の
制
定
後
で
あ
る
わ
け
だ
が
）
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
あ
と

で
」
の
意
味
は
違
う
も
の
の
、
両
者
と
も
にN

ach

（
あ
と
で
）
立
法
者
の
法
改
正
が
必
要
と
い
う
意
味
で
は
共
通
し
て
い
る
。
事
後
的

是
正
義
務
と
は
関
係
の
な
い
文
脈
に
お
い
て
、
新
規
律
義
務
が 

“Nachbesserungspflicht

” 

と
表
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
）
105
（

が
、「
あ
と

で
」
の
ス
タ
ー
ト
地
点
は
違
う
も
の
の
、
間
違
い
な
く
「
あ
と
で
」
直
す
義
務
で
あ
っ
て
、
差
異
を
踏
ま
え
て
い
れ
ば
特
に
そ
の
用
語
法

に
問
題
は
な
く
、
表
記
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
筆
者
が
主
に
議
論
の
対
象
と
す
る
の
は
、
新
規
律
義
務
の
ほ
う
の 

“Nachbesserungspflicht

” 

で
は
な
い
。
二
つ
の
義
務

は
、
上
述
の
よ
う
に
、
内
容
も
履
行
期
限
も
義
務
違
反
の
判
断
手
法
も
異
な
り
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
出
自
も
異
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
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四　

本
稿
の
ま
と
め

㈠　

事
後
的
是
正
義
務
と
新
規
律
義
務

　

以
上
示
し
て
き
た
よ
う
に
、
“Nachbesserungspflicht

” 

と
表
記
さ
れ
る
、
事
後
的
是
正
義
務
と
新
規
律
義
務
と
い
う
二
つ
の
義
務
は

別
異
の
義
務
で
あ
る
。
事
後
的
是
正
義
務
と
は
、
立
法
者
が
、
制
定
後
に
お
い
て
も
法
律
が
「
事
情
の
変
化
」
に
よ
り
合
理
性
を
失
わ
な

い
よ
う
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
義
務
を
い
う
。
新
規
律
義
務
は
、
裁
判
所
が
何
ら
か
の
理
由
で
違
憲
無
効
を
回
避
す
る
必
要
性
を
認
め
「
違

憲
確
認
判
決
」
に
と
ど
め
る
場
合
に
お
い
て
、
立
法
者
に
課
せ
ら
れ
る
違
憲
を
除
去
す
る
義
務
の
こ
と
を
い
う
（
以
上
二
㈠
）。
そ
し
て
、

両
方
の
義
務
が 

“Nachbesserungspflicht
” 

と
表
記
さ
れ
、
ま
た
「
事
情
の
変
化
」、「
違
憲
確
認
判
決
」
と
い
う
タ
ー
ム
は
必
ず
し
も

明
記
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
実
際
の
判
例
に
お
け
る
判
別
に
は
若
干
の
検
討
を
伴
う
（
以
上
二
㈡
）。
ま
た
、
な
ぜ

“Nachbesserungspflicht

”と
い
う
単
語
が
多
義
的
に
使
用
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、「
事
情
の
変
化
」
と
「
違
憲
確
認
判
決
」
の
親
和

性
（
以
上
三
㈠
）、
及
び
、
“Nachbesserungspflicht
” 
と
い
う
単
語
の
有
す
る
意
味
、
す
な
わ
ち 

“Nachbesserungspflicht

” 

と
は
法

改
正
義
務
で
あ
る
（
以
上
三
㈡
）
と
い
う
こ
と
に
理
由
が
見
出
せ
よ
う
。
“Nachbesserungspflicht

” 

と
は
法
改
正
義
務
の
こ
と
で
あ
り
、

事
後
的
是
正
義
務
も
新
規
律
義
務
も
と
も
に
法
改
正
義
務
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
共
通
す
る
。

　

以
上
か
ら
、
事
後
的
是
正
義
務
論
の
本
来
の
射
程
が
明
ら
か
に
な
る
。

㈡　

法
律
制
定
後

0

0

0

0

0

の
統
制
と
違
憲
判
断
後

0

0

0

0

0

の
統
制

　

同
時
に
、
裁
判
所
は
、
法
律
が
違
憲
に
な
る
前
、
そ
し
て
違
憲
に
な
っ
た
後
も
統
制
し
う
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
統
制
手
法
は
各
々
議
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論
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
本
稿
は
示
し
て
い
る
。

　

確
か
に
、「
事
情
の
変
化
」
と
い
う
文
脈
で
事
後
的
是
正
義
務
と
新
規
律
義
務
を
眺
め
て
み
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
法
改
正
義
務
は
ひ
と

つ
な
が
り
に
見
え
、
同
じ
義
務
と
し
て
扱
う
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
）
106
（
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
事
後
的

是
正
義
務
と
新
規
律
義
）
107
（
務
は
全
く
異
な
る
義
務
で
あ
り
、
法
律
が
合
憲
の
段
階
か
違
憲
の
段
階
か
で
、
立
法
者
の
形
成
の
余
地
も
、
裁
判

所
に
よ
る
統
制
手
法
も
異
な
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
事
後
的
是
正
義
務
と
新
規
律
義
務
の
差
異
を
描
く
こ
と
を
通
じ
て
、
当
初
は
合
理
性
を
有
し
て
い
た
法
律
が
違
憲
に
至
る
ま

で
の
統
制
、
ま
た
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
違
憲
判
断
が
な
さ
れ
た
後
の
統
制
、
と
い
っ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
、

「
法
律
の
一
生
」
の
統
制
の
う
ち
、
法
律
制
定
後
の
統
制

0

0

0

0

0

0

0

0

、
違
憲
判
断
後
の
統
制

0

0

0

0

0

0

0

0

と
）
108
（

い
う
可
能
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

（
1
）  

最
大
決
平
成
二
五
年
九
月
四
日
判
時
二
一
九
七
号
一
〇
頁
。

（
2
）  

最
大
判
平
成
二
〇
年
六
月
四
日
民
集
六
二
巻
六
号
一
三
六
七
頁
。

（
3
）  

最
大
判
平
成
一
七
年
九
月
一
四
日
民
集
五
九
巻
七
号
二
〇
八
七
頁
。

（
4
）  

最
大
判
平
成
二
三
年
三
月
二
三
日
民
集
六
五
巻
二
号
七
五
五
頁
。

（
5
）  

熊
本
地
判
平
成
一
三
年
五
月
一
一
日
訴
月
四
八
巻
四
号
八
八
一
頁
。

（
6
）  

「
違
憲
判
断
の
基
準
時
」
を
中
心
に
「
事
情
の
変
化
」
論
に
お
け
る
違
憲
判
断
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
櫻
井
智
章
「
事
情
の
変

更
に
よ
る
違
憲
判
断
に
つ
い
て
」
甲
南
法
学
五
一
巻
四
号
（
二
〇
一
一
）。
そ
こ
で
櫻
井
は
、
違
憲
性
判
断
要
素
に
関
し
て
「
主
観
要
素
一
元

説
」
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
ほ
か
に
も
、
違
憲
性
判
断
手
法
な
い
し
違
憲
性
判
断
要
素
に
関
し
て
は
、
櫻
井
智
章
「
参
議
院
『
一
票
の
格
差
』

『
違
憲
状
態
』
判
決
に
つ
い
て
」
甲
南
法
学
五
三
巻
四
号
（
二
〇
一
三
）
六
一
頁
以
下
、
駒
村
圭
吾
「
立
法
行
為
の
違
憲
審
査
」
小
山
剛
・
駒
村

圭
吾
編
『
憲
法
論
点
探
究
第
二
版
』（
二
〇
一
三
）
三
五
八
頁
以
下
、
山
本
龍
彦
「
立
法
過
程
の
脱
『
聖
域
』
化

―
主
観
的
憲
法
瑕
疵
へ
の
注

目
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
八
五
号
（
二
〇
一
二
）
六
六
頁
以
下
、
大
石
和
彦
「『
立
法
不
作
為
に
対
す
る
司
法
審
査
』・
再
論
」
立
教
法
学
八
二
号

（
二
〇
一
一
）
一
三
〇
頁
以
下
な
ど
の
論
考
が
あ
る
。
な
お
、「
事
情
の
変
化
」
に
お
け
る
判
決
形
式
に
関
し
て
は
、
す
で
に
畑
尻
剛
に
よ
る
論
考
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が
あ
る
。
畑
尻
剛
「
憲
法
訴
訟
に
お
け
る
立
法
府
と
裁
判
所
の
協
働

―
立
法
事
実
の
変
化
と
そ
の
対
応
を
め
ぐ
っ
て
」
日
本
法
学
七
二
巻
二
号

（
二
〇
〇
六
）
三
〇
一
頁
以
下
参
照
。

（
7
）  

い
う
ま
で
も
な
い
が
、
違
憲
判
決
後
に
お
け
る
立
法
者
の
懈
怠
と
い
う
問
題
は
、「
事
情
の
変
化
」
の
問
題
と
論
理
的
必
然
性
は
な
い
。
た
だ

し
、
事
実
上
つ
な
が
り
や
す
い
と
思
わ
れ
る
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
。

（
8
）  
筆
者
の
関
心
は
、
ど
の
観
点
な
い
し
要
素
を
も
っ
て
違
憲
を
判
断
す
る
べ
き
か
で
は
な
く
、「
法
律
の
一
生
（
政
策
立
案
か
ら
改
廃
ま
で
）」
を

め
ぐ
っ
て
何
ら
か
の
規
範
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

（
9
）  BVerfG

E 110, 141 

（158

）. 

我
が
国
で
は
、
一
人
別
枠
方
式
違
憲
状
態
判
決
（
最
大
判
平
成
二
三
年
三
月
二
三
日
民
集
六
五
巻
二
号
七
五
五

頁
）
田
原
裁
判
官
反
対
意
見
に
お
い
て
、
類
似
の
議
論
が
み
ら
れ
る
。

（
10
）  

“nachbessern
” の
代
わ
り
に 

“korrigieren

” と
表
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。V

gl. BVerfG
E 73, 40 （94

）; 82, 322 （338 f.

）.

（
11
）  Christian M

ayer, D
ie N
achbesserungspflicht des G

esetzgebers, 1995, S. 141; ders., D
er U
m
fang der N

achbesserungspflicht 
des G

esetzgebers bei der Verm
ögens-, Erbschafts- und Schenkungsbesteuerung ‒ Konsequenzen aus den Beschlüssen des 

BVerfG
 vom

 22.6.1995, D
B-H
eft 37, 1995, S. 1831; Stefan H

uster, D
ie Beobachtungspflicht des G

esetzgebers, Zeitschrift für 
Rechtssoziologie 24, 2003, S. 3; H

erbet Bethge, in: M
aunz/Schm

idt-Bleibtreu/Klein/Bethge （H
rsg.

）, Bundesverfassungsgericht- 
gesetz, 

§31, Rn. 213 （Stand: 2008
）.

（
12
）  Stefan Korioth, Schlaich/Korioth, D

as Bundesverfassungsgericht, 9. Auflage, 2012, Rn. 403.

（
13
）  Korioth, a. a. O., Rn. 396. 

ド
イ
ツ
の
判
決
形
式
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
畑
尻
剛
『
憲
法
裁
判
研
究
序
説
』（
一
九
八
八
）
一
七
九
頁
以
下
、

宮
地
基
「
西
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
規
範
統
制
判
決
の
展
開
と
機
能

―
『
違
憲
宣
言
判
決
』
お
よ
び
『
警
告
判
決
』
を
め
ぐ
っ
て
」

神
戸
法
学
雑
誌
三
九
巻
四
号
（
一
九
九
〇
）
九
三
九
頁
以
下
、
野
中
俊
彦
『
憲
法
訴
訟
の
原
理
と
技
術
』（
一
九
九
五
）
二
六
三
頁
以
下
、
畑
尻

剛
「
違
憲
判
断
の
具
体
的
処
理
方
法

―
違
憲
確
認
判
決
を
中
心
に
」
中
央
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
七
巻
一
号
（
二
〇
一
〇
）
六
五
頁
以
下
、
有
澤
知

子
「
判
決
の
手
法
」
畑
尻
剛
・
工
藤
達
朗
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
裁
判
第
二
版
』（
二
〇
一
三
）
二
二
六
頁
以
下
な
ど
。

（
14
）  M
ayer, D

ie N
achbesserungspflicht, a. a. O., S. 41.

（
15
）  M

ayer, D
er U
m
fang der N

achbesserungspflicht, a. a. O., S. 1831 ff.; D
ieter H

öm
ig, M

aunz/Schm
idt-Bleibtreu/Klein/Bethge 

（H
rsg.

）, Bundesverfassungsgerichtgesetz, 

§95, Rn. 49 （Stand: 2009
）.

（
16
）  BVerfG

E 87, 114 （136

）; BVerfG
 U. v. 24. 4. 2013 -1 BvR 1215/07, N

JW
 2013, 1499.
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（
17
）  

前
掲
注
（
7
）
参
照
。

（
18
）  BVerfG

E 110, 141 （158

）.
（
19
）  BVerfG

E 123, 186

の
よ
う
にN

achbesserungspflicht

を
伴
わ
ず
、Beobachtungspflicht

だ
け
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

（
20
）  
初
期
の
判
例
・
学
説
で
は
、
ま
と
め
て
事
後
的
是
正
義
務N

achbesserungspflicht

と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
（
例
え
ば
、BVerf- 

G
E 49, 89; 56, 54; Rudolf Steinberg, Verfassungsgerichtliche Kontrolle der „N

achbesserungspflicht

“ des G
esetzgebers, D

er 
Staat 26 

（1987

）, S. 161 ff. 

（166

）. 

近
年
はBeobachtungspflicht

及
びN

achbesserungspflicht

と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
（
例
え
ば
、BVerfG

E 111, 333; Peter N
agel, Problem

affnität und Problem
vergessenheit ‒ Eine Betrachtung zur Beobac 

htungspflcht des G
esetzgebers, D

ie Ö
ffentliche Verw

altung, 2010, S. 268

）。

（
21
）  BVerfG

E 95, 267 
（313

）.

ほ
か
に
は
「
立
法
者
は
た
だ
、
事
実
の
展
開
の
認
識
に
基
づ
い
て
、
事
実
の
展
開
に
沿
う
よ
う
に
廃
止
も
し
く
は

変
更
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
」（BVerfG

E 25, 1 ﹇11 f.

﹈）
な
ど
。

（
22
）  

も
し
監
視
義
務
が
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
ら
も
と
も
と
の
判
決
が
違
憲
に
な
る
の
で
は
な
く
、
新
し
く
そ
の
時
点
で
違
憲
が
生
じ
る
と
い
う
形
で

あ
る
た
め
、
厳
密
に
は
「
留
保
」
と
は
い
え
な
い
。

（
23
）  H

öm
ig, a. a. O., Rn. 71.

（
24
）  H

öm
ig, a. a. O., Rn. 69 ff.

（
25
）  H

öm
ig, a. a. O., Rn. 70.

合
憲
判
決
に
は
、
法
律
の
合
憲
性
を
保
障
す
る
積
極
的
な
意
味
が
存
す
る
。
野
中
・
前
掲
注
（
13
）
二
九
八
頁
注

五
一
参
照
。

（
26
）  H

öm
ig, a. a. O., Rn. 72.

憲
法
違
反
に
至
る
展
開
が
す
で
に
予
見
可
能
な
状
態
と
さ
れ
る
。
宮
地
・
前
掲
注
（
13
）
九
九
〇
頁
以
下
参
照
。

（
27
）  

警
告
判
決
に
は
、
事
情
の
変
化
が
ま
だ
決
定
的
で
な
い
パ
タ
ー
ン
が
本
来
的
で
は
あ
る
が
、
す
で
に
事
情
の
変
化
が
決
定
的
な
の
に
、
立
法
者

の
主
観
的
要
素
を
勘
案
し
て
、
警
告
に
と
ど
め
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
も
存
在
す
る
。
本
来
の
警
告
判
決
の
例
と
し
て
は
、
寡
夫
年
金
判
決

（BVerfG
E 39, 169

）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。「
事
情
の
変
化
」
に
関
し
て
は
、「
一
定
の
発
展
の
傾
向
は
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
今
後
も

直
線
的
に
か
つ
急
速
に
進
展
し
て
ゆ
く
か
否
か
は
予
見
し
得
な
い
」（BVerfG

E 39, 169 

﹇191

﹈）
と
し
て
い
る
。
寡
夫
年
金
判
決
に
つ
い
て
詳

し
く
は
、
宮
地
・
前
掲
注
（
13
）
九
九
七
頁
参
照
。
他
方
、
第
二
次
入
学
定
数
判
決
（BVerfG

E 43, 291

）
は
、「
客
観
」
上
の
疑
義
が
進
み
も

は
や
正
当
化
し
え
な
い
と
認
定
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
立
法
者
の
主
観
的
な
事
情
を
考
慮
し
て
違
憲
を
宣
言
す
る
こ
と
を
控
え
て
い
る
。
客

観
的
に
す
で
に
違
憲
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
主
観
的
要
素
を
勘
案
し
て
合
憲
判
決
に
と
ど
め
る
と
い
う
こ
の
よ
う
な
手
法
に
関
し
て
は
、「
違
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憲
の
主
観
化
」
問
題
と
し
て
批
判
が
あ
る
。
安
念
潤
司
「
い
わ
ゆ
る
定
数
訴
訟
に
つ
い
て
（
四
）」
成
蹊
法
学
二
七
号
（
一
九
八
八
）
一
六
七
頁

以
下
（
一
六
八
頁
）
参
照
。

（
28
）  

宮
地
・
前
掲
注
（
13
）
一
〇
〇
五
頁
以
下
参
照
。

（
29
）  
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
立
法
者
の
予
測
と
事
後
的
是
正
義
務

―
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
を
中
心
に
」
慶
應
義
塾
大
学
法
学
政

治
学
論
究
九
六
号
（
二
〇
一
三
）
三
四
三
頁
以
下
参
照
。

（
30
）  BVerfG

E 90, 145 （193

）.

（
31
）  BVerfG

E 95, 267 （313 ff.

）.

（
32
）  BVerfG

E 65, 1 
（54 f.

）.

平
松
毅
「
自
己
情
報
決
定
権
と
国
勢
調
査
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
（
第
二
版
）』

（
二
〇
〇
三
）
六
〇
頁
以
下
。

（
33
）  BVerfG

E 112, 304 
（316 f.

）.

川
又
伸
彦
「
自
動
車
の
位
置
監
視
シ
ス
テ
ム
の
合
憲
性
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判

例
Ⅲ
』（
二
〇
〇
八
）
三
七
五
頁
以
下
。

（
34
）  BVerfG

E 88, 203 

（308 ff.
）.
小
山
剛
「
第
二
次
堕
胎
判
決
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅱ
（
第
二
版
）』（
二
〇

〇
六
）
六
一
頁
以
下
。

（
35
）  BVerfG

E 49, 89 

（130

）.

高
田
敏
「
高
速
増
殖
炉
型
原
発
の
設
置
の
許
可
と
原
子
力
法
の
合
憲
性
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
・
前
掲
注

（
32
）
三
六
九
頁
以
下
。

（
36
）  BVerfG

E 56, 54 （78 ff.

）.

松
本
和
彦
「
身
体
の
不
可
侵
の
権
利
と
立
法
者
の
改
善
義
務
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
・
前
掲
注
（
32
）
七 

八
頁
以
下
。

（
37
）  

こ
の
三
つ
の
判
例
で
は
基
本
権
保
護
義
務
が
問
題
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
事
後
的
是
正
義
務
が
導
か
れ
て
い
る
。

（
38
）  BVerfG
E 33, 171 （187 f.

）.

（
39
）  BVerfG

E 111, 333 

（354 f.

）.

栗
島
智
明
「
大
学
の
経
営
合
理
化
と
学
問
の
自
由

―
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
高
等
教
育
法
判
決
（BverfG

E 
111, 333

）」
法
律
学
研
究
四
八
号
（
二
〇
一
一
）
三
七
頁
以
下
。

（
40
）  BVerfG

E 25, 1 

（12 f.

）.

岡
田
俊
幸
「
立
法
者
の
予
測
に
対
す
る
裁
判
的
統
制
」
慶
應
義
塾
大
学
法
学
政
治
学
論
究
一
四
号
（
一
九
九
二
）

六
七
頁
以
下
参
照
。

（
41
）  BVerfG

E 110, 141 （158

）.

門
田
孝
「
い
わ
ゆ
る
『
危
険
犬
』
の
輸
入
・
繁
殖
の
禁
止
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
・
前
掲
注
（
33
）
二



事後的是正義務と新規律義務

127

九
八
頁
以
下
。

（
42
）  BVerfG

E 59, 119 （126

）.
（
43
）  

こ
こ
で
い
う
「
事
情
の
変
化
の
可
能
性
」
な
い
し
「
不
確
実
性
」
は
、
科
学
技
術
や
経
済
な
ど
の
典
型
的
な
も
の
だ
け
で
な
く
、
有
効
な
統
計

が
制
定
時
に
存
在
し
な
い
な
か
で
の
新
た
な
基
準
の
策
定
と
い
っ
た
も
の
も
含
ま
れ
て
お
り
、
限
定
的
な
も
の
で
は
な
い
。
詳
し
く
は
、
拙
稿
・

注
（
29
）
参
照
。

（
44
）  
畑
尻
・
前
掲
注
（
13
）
二
〇
一
頁
以
下
、
宮
地
・
前
掲
注
（
13
）
九
六
一
頁
以
下
、
有
澤
・
前
掲
注
（
13
）
二
三
五
頁
以
下
、
野
中
・
前
掲
注

（
13
）
二
七
二
頁
以
下
参
照
。

（
45
）  M

ayer, D
ie N
achbesserungspflcht, a. a. O., S. 52 ff.

、
畑
尻
・
前
掲
注
（
13
）
一
七
九
頁
、
有
澤
・
前
掲
注
（
13
）
二
二
六
頁
参
照
。

（
46
）  

前
掲
注
（
25
）
参
照
。

（
47
）  

当
初
無
効
論
に
つ
い
て
は
、
畑
尻
・
前
掲
注
（
13
）
一
八
三
頁
以
下
参
照
。
現
在
は
取
消
説
も
有
力
で
あ
る
が
（
畑
尻
・
前
掲
注
（
13
）
一
八

七
頁
以
下
参
照
）、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
無
効
判
決
は
、
法
律
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
（
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
三
一
条
一
項
二
項
）。

（
48
）  

な
お
、
こ
の
裁
判
所
自
ら
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
判
決
は
、
そ
の
後
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
の
改
正
を
経
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
三
一
条

二
項
二
文
及
び
三
文
、
七
九
条
一
項
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
49
）  

詳
し
く
は
、
有
澤
・
前
掲
注
（
13
）
二
三
六
頁
な
ど
参
照
。

（
50
）  

宮
地
・
前
掲
注
（
13
）
九
六
六
頁
。

（
51
）  M

ayer, D
ie N
achbesserungspflcht, a. a. O., S. 67 ff. 

宮
地
・
前
掲
注
（
13
）
九
六
九
頁
参
照
。

（
52
）  BVerfG

E 33, 303. M
ayer, D

ie N
achbesserungspflicht, a. a. O., S. 68. 

事
例
に
つ
い
て
は
、
戸
波
江
二
「
教
育
場
所
選
択
の
自
由
と
大

学
入
学
請
求
権

―
定
数
制
判
決
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
・
前
掲
注
（
32
）
二
八
三
頁
以
下
参
照
。

（
53
）  

宮
地
・
前
掲
注
（
13
）
九
六
二
頁
。

（
54
）  BVerfG

E 72, 330. M
ayer, D

ie N
achbesserungspflicht, a. a. O., S. 68.

（
55
）  Korioth, a. a. O., Rn. 413 ff.

（
56
）  Korioth, a. a. O., Rn. 413 ff.

（
57
）  Korioth, a. a. O., Rn. 417 ff.

（
58
）  Korioth, a. a. O., Rn. 421. 

そ
の
際
、
議
会
な
い
し
行
政
に
よ
る
何
ら
か
の
措
置
を
必
要
と
す
る
場
合
と
し
な
い
場
合
が
あ
る
。
後
掲
の
Ａ
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Ｔ
Ｄ
法
判
決
は
、
違
憲
確
認
判
決
に
関
す
る
部
分
で
（
ほ
か
に
も
合
憲
宣
言
の
部
分
、
憲
法
適
合
的
解
釈
の
部
分
が
あ
る
）、
一
定
の
デ
ー
タ
の

ア
ク
セ
ス
を
遮
断
す
る
と
い
う
措
置
を
講
じ
る
こ
と
で
利
用
可
能
に
な
る
と
し
て
い
る
。

（
59
）  Korioth, a. a. O., Rn. 422.

（
60
）  Korioth, a. a. O., Rn. 423 ff.

（
61
）  V

gl. BVerfG
E 87, 114 （136

）. Korioth, a. a. O., Rn. 423. 

裁
判
所
に
よ
る
立
法
委
託
と
し
て
そ
の
適
法
性
を
論
じ
る
も
の
と
し
て
、M

a-
thias Kleuker, G

esetzgebungsaufträge des Bundesverfassungsgerichts, 1993, S. 20 ff.

（
62
）  N

agel, a. a. O., S. 268.

（
63
）  BVerfG

E 111, 333 （356

）.

（
64
）  N

agel, a. a. O., S. 268.

（
65
）  BVerfG

E 111, 333 （356

）.

（
66
）  N

agel, a. a. O., S. 269. 

（
67
）  

こ
の
う
ち
ど
の
要
素
が
決
定
的
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
29
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
68
）  BVerfG

E 88, 203 （310

）.

（
69
）  BVerfG

E 88, 203 （310 f.

）.

（
70
）  

郵
送
投
票
の
合
憲
性
が
秘
密
選
挙
及
び
自
由
選
挙
の
原
則
に
照
ら
し
て
問
題
と
な
っ
た
事
例
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
立
法
者
の
事
後

的
是
正
義
務
を
指
摘
し
た
上
で
「
同
様
に
、
規
律
の
施
行
権
限
の
あ
る
選
挙
組
織
及
び
地
方
自
治
体
当
局
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
監
視
し
、
郵
送
投

票
に
お
い
て
選
挙
の
秘
密
及
び
選
挙
の
自
由
が
保
障
さ
れ
続
け
る
た
め
に
自
身
の
能
力
の
範
囲
内
で
配
慮
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
」

（BVerfG
E 59, 119 ﹇126

﹈.

）
と
し
て
い
る
。

（
71
）  BVerfG
E 33, 171 （189

）.

（
72
）  BVerfG

E 95, 267 （314

）.

（
73
）  

問
題
状
況
に
応
じ
た
（
事
実
認
定
か
予
測
か
、
ま
た
、
い
か
な
る
分
野
の
ど
の
よ
う
な
決
定
か
に
よ
っ
て
）
適
切
な
再
検
討
の
時
期
も
異
な
っ

て
く
る
だ
ろ
う
。

（
74
）  

例
え
ば
、
平
均
評
定
調
整
に
関
す
る
基
準
に
つ
き
、
あ
る
時
点
に
お
い
て
は
実
体
上
是
認
で
き
た
た
め
に
「
立
法
者
の
監
視
義
務
及
び
是
正
義

務
の
宣
告
」
と
い
う
判
決
形
式
が
と
ら
れ
た
も
の
の
（BVerfG

E 37, 104

）
そ
の
後
事
態
の
進
展
に
よ
り
憲
法
上
の
疑
義
が
深
刻
と
な
っ
た
と
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し
て
警
告
判
決
が
出
さ
れ
て
い
る
（BVerfG

E 43, 291

）。
第
二
次
大
学
定
数
判
決
（BVerfG

E 43, 291

）
の
警
告
判
決
に
は
問
題
点
が
あ
り

典
型
例
で
は
な
い
た
め
、
例
と
し
て
不
適
切
で
は
あ
る
が
、
本
来
の
典
型
例
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
推
移
を
辿
り
う
る
と
い
う
こ
と
が
容
易
に

推
測
で
き
よ
う
。

（
75
）  
信
頼
で
き
る
統
計
が
な
い
状
況
で
の
新
制
度
設
計
の
場
合
で
あ
っ
た
診
療
報
酬
請
求
判
決
の
場
合
は
、
事
情
の
変
化
に
対
応
し
て
二
年
後
に
実

際
に
改
訂
さ
れ
た
こ
と
が
評
価
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
二
㈠
3
⑴
参
照
の
こ
と
。

（
76
）  
改
正
方
法
に
つ
い
て
選
択
肢
が
示
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
野
中
・
前
掲
注
（
13
）
二
七
六
頁
参
照
。

（
77
）  

後
述
の
Ａ
Ｔ
Ｄ
法
判
決
で
は
、
判
決
は
、
二
〇
一
三
年
四
月
二
三
日
に
下
さ
れ
、
二
〇
一
四
年
一
二
月
三
一
日
が
期
限
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い

る
。

（
78
）  V

gl. BVerfG
E 33, 303 

（304 f.

）; 61, 319 

（320 f.

）; 84, 239 

（284 f.

）; 98, 169 

（215

）; 107, 133 

（148 f.

）; 109, 64 

（95 f.

）; 121, 
108 （131

）.

（
79
）  BVerfG

E 82, 126 （156
）.

（
80
）  N

agel, a. a. O., S. 269.

（
81
）  BVerfG

E 33, 171 （187 f.

）.

（
82
）  BVerfG

E 56, 54 （81 f.

）.

（
83
）  BVerfG

E 56, 54 （81

）.

（
84
）  BVerfG

E 56, 54 （82 ff.

）.

（
85
）  BVerfG

E 56, 54 （86

）.

（
86
）  

航
空
機
騒
音
決
定
で
は
、「
状
況
の
変
化
ゆ
え
に
憲
法
上
甘
受
で
き
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
り
、
立
法
者
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
引
き
続
き

何
も
し
な
い
で
い
た
か
、
も
し
く
は
明
ら
か
に
誤
っ
た
事
後
的
是
正
措
置
を
採
っ
た
場
合
」
の
み
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
事
後
的
是
正
義
務
の

不
作
為
に
よ
る
基
本
権
保
護
義
務
違
反
を
確
認
で
き
る
と
し
て
い
る
。
な
お
、
統
制
尺
度
が
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
新
た
に

設
定
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
事
後
的
是
正
義
務
は
作
為
義
務
で
あ
る
が
、
統
制
尺
度
が
厳
格
な
防
御
権
の
事
例
に
お
い

て
も
、
事
後
的
是
正
義
務
は
問
題
と
な
り
う
る
。
憲
法
と
法
律
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
（
親
和
的
か
対
抗
的
か
、
作
為
義
務
か
不
作
為
義

務
か
）
と
い
う
こ
と
と
、
実
際
に
そ
の
義
務
を
果
た
す
際
に
立
法
者
に
課
せ
ら
れ
る
義
務
の
性
質
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。

（
87
）  BVerfG

E 88, 203 （311

）. N
agel, a. a. O., S. 269. 

二
㈠
3
⑴
参
照
。
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（
88
）  

本
稿
で
は
審
査
手
法
に
つ
い
て
は
詳
し
く
触
れ
な
い
が
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
有
無
の
審
査
に
つ
い
て
は
、
観
点
（「
主
観
」・「
客
観
」）、
強
度

（
厳
格
・
中
間
・
緩
や
か
）
に
よ
っ
て
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
だ
ろ
う
。「
客
観
」
審
査
の
例
と
し
て
は
、BVerfG

E 82, 126

が
挙
げ
ら
れ
る
。

事
後
的
是
正
義
務
と
い
う
単
語
は
出
て
こ
な
い
も
の
の
、
な
ぜ
事
情
の
変
化
で
違
憲
に
な
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
事
後
的
是
正
義
務
に
反
し

て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

（
89
）  BVerfG

E 82, 126 （155

）.

（
90
）  
後
掲
注
（
107
）・（
108
）
参
照
。

（
91
）  

そ
の
際
、
立
法
者
の
形
成
の
自
由
と
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
な
い
し
具
体
的
事
案
の
解
決
は
ど
ち
ら
が
優
先
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
国
籍
法
違
憲

判
決
藤
田
宙
靖
裁
判
官
意
見
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。

（
92
）  BVerfG

 U. v. 24. 4. 2013 -1 BvR 1215/07, N
JW
 2013, 1499.

（
93
）  

ド
イ
ツ
で
は
、「
秘
密
情
報
機
関
と
警
察
機
関
の
分
離
原
則
」
が
憲
法
上
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き
て
お
り
、
秘
密
情
報
機
関
と
警
察
機
関

の
、
機
関
・
権
限
・
情
報
の
分
離
が
法
律
上
な
さ
れ
て
き
た
。
本
デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル
が
で
き
る
ま
で
は
情
報
共
有
は
限
定
的
に
の
み
行
わ
れ
、
ど

の
機
関
に
ど
の
情
報
が
あ
る
か
を
知
る
の
も
困
難
で
あ
り
、
ま
た
、
規
格
不
統
一
の
た
め
照
合
す
る
に
も
時
間
が
か
か
っ
た
。
本
デ
ー
タ
フ
ァ
イ

ル
は
、
官
庁
間
の
情
報
共
有
を
簡
易
化
し
促
進
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
94
）  

「
秘
密
情
報
機
関
と
警
察
機
関
の
分
離
原
則
」
の
根
拠
に
つ
い
て
は
長
ら
く
学
説
の
議
論
が
あ
り
、
権
限
規
定
か
ら
導
出
さ
れ
る
と
さ
れ
て
き

た
。
本
判
決
は
「
秘
密
情
報
機
関
と
警
察
機
関
の
情
報
の
分
離
原
則
」
が
情
報
自
己
決
定
権
か
ら
導
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
初
め
て
明
言
し
た
。

そ
し
て
、
情
報
分
離
原
則
と
目
的
拘
束
原
則
と
の
関
係
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
（
目
的
拘
束
原
則
に
関
し
て
詳
し
く
は
、
小
山
剛
「『
戦

略
的
監
視
』
と
情
報
自
己
決
定
権

―BVerfG
E 100, 313 

を
中
心
に
」
法
学
研
究
七
九
巻
六
号
（
二
〇
〇
六
）
一
頁
以
下
）、
情
報
分
離
原
則

を
も
と
に
情
報
共
有
の
限
界
を
示
し
て
い
る
。
本
判
決
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
（
一
五
八
）
対
テ
ロ
デ
ー
タ
フ
ァ

イ
ル
法
に
よ
る
情
報
機
関
・
警
察
の
情
報
共
有
と
情
報
自
己
決
定
権
〔
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
二
〇
一
三
年
四
月
二
四
日
判
決
〕」

自
治
研
究
九
〇
巻
六
号
（
二
〇
一
四
）
一
四
八
頁
以
下
参
照
の
こ
と
。

（
95
）  

参
加
官
庁
の
範
囲
、
デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル
に
含
ま
れ
る
人
物
の
範
囲
、
デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル
に
含
ま
れ
る
デ
ー
タ
の
内
容
、
デ
ー
タ
の
利
用
方
法
に

つ
き
、
い
く
つ
か
の
部
分
で
違
憲
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
96
）  

「
比
例
原
則
は
、
透
明
性
、
個
人
の
権
利
保
護
、
及
び
、
監
督
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
要
請
す
る
。
…
…
監
督
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
要
請
が
、

デ
ー
タ
処
理
の
比
例
性
に
適
合
し
た
形
成
の
た
め
の
条
件
の
一
つ
で
あ
り
う
る
こ
と
は
（vgl. BVerfG

E 100, 313 

﹇361

﹈ unter Verw
eis auf 
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BVerfG
E 30, 1 ﹇23 f., 30 f.

﹈; 65,1 ﹇46

﹈; 67, 157 ﹇185

﹈）、
デ
ー
タ
の
蓄
積
及
び
利
用
が
、
し
ば
し
ば
対
象
者
が
直
接
的
に
知
覚
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
介
入
で
あ
っ
て
、
ま
た
、
介
入
の
有
す
る
自
由
へ
の
危
険
と
い
う
意
味
が
、
む
し
ろ
間
接
的
に
の
み
も
し
く
は
後
に
な
っ
て
は
じ
め

て
追
加
的
な
諸
措
置
と
の
関
連
作
用
の
な
か
で
発
揮
さ
れ
る
と
い
う
事
情
を
顧
慮
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
情
報
自
己
決
定
権
へ
の
介
入
は
、
十

分
に
効
果
的
な
監
督
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
体
系
に
よ
っ
て
側
面
か
ら
支
援
さ
れ
て
い
な
い
と
き
、
比
例
原
則
に
不
適
合
で
あ
り
う
る
。
こ
の
こ
と
は
、

主
観
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
わ
ず
か
に
し
か
保
障
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
…
…
Ａ
Ｔ
Ｄ
法
に
よ
る
デ
ー
タ
処
理

の
透
明
性
及
び
個
人
の
権
利
保
護
の
可
能
性
が
、
か
な
り
限
定
的
に
し
か
保
障
さ
れ
な
い
が
ゆ
え
に
、
効
果
的
な
監
督
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
保
障

は
そ
れ
だ
け
一
層
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
そ
れ
ゆ
え
、
比
例
原
則
は
、
こ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
効
果
的
な
形
成
を
、
法
律
の
レ
ベ
ル
で
も
行
政
実

務
で
も
高
く
要
請
す
る
。」

（
97
）  BVerfG

 U. v. 24. 4. 2013 -1 BvR 1215/07, N
JW
 2013, 1499.

（
98
）  H

öm
ig, a. a. O., Rn. 72.

（
99
）  

事
情
の
変
化
に
よ
る
違
憲
と
は
、
事
後
的
是
正
義
務
が
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
結
果
で
あ
る
。
な
ぜ
事
後
的
是
正
義
務
の
状
況
と
し
て
理
解
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
裁
判
時
点
よ
り
も
前
の
（
合
憲
性
が
怪
し
く
な
っ
た
）
時
点
で
法
律
を
是
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
立
法
者
が
何
も
し
な
か
っ
た
た
め
に
（
事
後
的
是
正
義
務
違
反
）、
憲
法
上
維
持
さ
れ
え
な
く
な
っ
た
法
律
が
い
ま
だ
（
裁
判
時

点
で
）
存
在
し
て
い
る
と
い
う
結
果
が
生
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
100
）  

事
情
の
変
化
の
場
合
に
お
け
る
違
憲
無
効
判
決
の
不
都
合
に
つ
い
て
、「
立
法
事
実
に
変
化
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
憲
法
上
問
題
の
あ
る
状

況
が
生
じ
て
い
る
と
の
認
識
を
共
有
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
裁
判
所
と
立
法
府
が
協
働
し
て
こ
の
問
題
に
対
応
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
」（
畑

尻
・
前
掲
注
（
6
）
三
二
一
頁
）。

（
101
）  V

gl. BVerfG
E 82, 126.

（
102
）  

本
文
で
は
、
違
憲
に
な
る
ま
で
の
合
憲
の
段
階
が
事
後
的
是
正
義
務
の
領
域
、
そ
し
て
違
憲
を
き
っ
か
け
に
新
し
い
義
務
と
し
て
新
規
律
義
務

が
発
生
す
る
と
説
明
し
た
が
、
事
後
的
是
正
義
務
（
特
に
法
改
正
義
務
）
が
、
最
初
は
「
抽
象
的
」
に
、
次
に
事
情
の
変
化
の
兆
し
に
よ
っ
て

「
具
体
的
」
に
、
そ
し
て
最
後
に
事
情
の
変
化
に
よ
っ
て
違
憲
が
発
生
し
「
未
履
行
」
な
い
し
義
務
違
反
の
状
態
で
存
在
し
続
け
、
他
方
で
、
新

規
律
義
務
が
違
憲
の
際
に
発
生
す
る
、
す
な
わ
ち
、
違
憲
の
状
態
で
二
つ
の
義
務
が
併
存
す
る
こ
と
で
混
用
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
説
明

で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
103
）  H

uster

は
、
“Nachbesserungspflicht

”は
意
味
が
過
剰
で
あ
る
と
し
た
上
で
、「
す
で
に
違
憲
な
場
合
のN

achbesserungspflicht

」「
ま
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だ
合
憲
の
場
合
のN

achbesserungspflicht

」
に
分
け
て
議
論
を
し
て
い
る
。
そ
の
際
、N

achbesserungspflicht

に
違
反
し
て
す
で
に
違
憲

と
な
っ
た
場
合
、
違
憲
無
効
判
決
の
代
わ
り
に
違
憲
確
認
判
決
が
選
択
さ
れ
、
真
正
のN

achbesserungspflicht

が
生
じ
る
と
述
べ
て
い
る
。

H
uster, a. a. O., S. 9 f. 

確
か
に
、
違
憲
の
場
合
に
お
い
て
、
事
後
的
是
正
義
務
も
新
規
律
義
務
も
、
同
じ
ポ
イ
ン
ト
を
改
正
す
る
義
務
で
あ
る

以
上
（
前
者
は
、
事
情
の
変
化
に
よ
っ
て
違
憲
と
な
ら
な
い
よ
う
法
改
正
す
る
義
務
で
あ
り
、
後
者
は
、
違
憲
を
除
去
す
る
義
務
で
あ
る
が
、
具

体
的
に
改
正
す
べ
き
内
容
は
同
じ
で
あ
ろ
う
）、
区
別
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
新
規
律
義
務
は
そ
も
そ
も
「
事

情
の
変
化
」
に
限
ら
れ
た
話
で
は
な
く
、
対
象
の
異
な
る
義
務
で
も
あ
る
以
上
、
義
務
の
根
拠
や
射
程
を
考
え
る
上
で
は
区
別
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
ろ
う
。

（
104
）  M

ayer
は
、
“Nachbesserungspflicht

”と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
、
事
情
の
変
化
を
軸
と
し
た
論
文
の
な
か
でN

euregelungspflicht

（
新

規
律
義
務
）
と
い
う
表
記
を
し
た
上
で
、
そ
れ
をN
achbesserungspflicht

と
も
呼
ん
で
い
る
。M

ayer, D
ie N
achbesserungspflicht, a. a. 

O., S. 141.

（
105
）  Bethge, a. a. O., Rn. 213. BVerfG

 U. v. 24. 4. 2013 -1 BvR 1215/07, N
JW
 2013, 1499.

（
106
）  

合
原
理
映
は
、
“Nachbesserungspflicht

” 

を
改
善
義
務
と
し
た
上
で
、
事
後
的
是
正
義
務
と
新
規
律
義
務
を
改
善
義
務
と
し
て
同
様
に
扱
う
。

合
原
理
映
「
立
法
者
に
対
す
る
法
改
正
の
義
務
づ
け

―
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
お
け
る
改
善
義
務
論
」
阪
大
法
学
四
九
巻
一
号
（
一
九
九

九
）
二
六
九
頁
以
下
（
一
九
九
頁
）。

（
107
）  

本
稿
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
お
い
て
違
憲
確
認
判
決
と
と
も
に
明
示
さ
れ
る
「
新
規
律
義
務
」
に
つ
い
て
扱
う
も
の
で
あ
る
が
、
立

法
者
の
措
置
が
な
け
れ
ば
違
憲
が
治
癒
で
き
な
い
と
い
う
状
況
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
に
よ
る
明
示
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
立
法
者
の
法
改

正
の
義
務
が
憲
法
か
ら
導
出
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
無
効
判
決
は
法
律
と
同
じ
効
力
を
有
す
る
と
こ
ろ
（
連
邦
憲
法
裁
判

所
法
三
一
条
一
項
及
び
二
項
）、
裁
判
所
に
よ
る
確
定
的
な
「
違
憲
」
が
発
生
し
た
際
の
除
去
義
務
が
、
事
物
の
性
質
に
照
ら
し
て
ど
ち
ら
に

（
裁
判
所
か
立
法
者
か
）
ど
の
よ
う
な
形
で
（
無
効
か
法
改
正
か
）
生
じ
る
か
の
差
異
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

（
108
）  

我
が
国
に
お
い
て
も
本
稿
の
指
摘
は
有
用
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
工
藤
達
朗
は
、
事
情
判
決
の
法
理
を
違
憲
確
認
判
決
と
同
視
で
き
る
と
し
、

ま
た
、
在
外
国
民
選
挙
権
制
限
違
憲
判
決
に
関
し
て
「
最
高
裁
は
違
憲
判
決
に
よ
っ
て
国
会
が
立
法
義
務
を
負
う
と
考
え
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。

工
藤
達
朗
「『
違
憲
判
決
の
効
力
』
論
の
再
検
討
」
法
政
理
論
三
九
巻
四
号
（
二
〇
〇
七
）
一
八
六
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、
蛯
原
健
介
も
、
違
憲

判
決
に
よ
っ
て
「
違
憲
と
さ
れ
た
法
律
の
改
廃
が
要
請
さ
れ
る
と
み
る
べ
き
」
と
指
摘
す
る
。
蛯
原
健
介
「
違
憲
判
決
の
効
力
と
再
審
開
始
決

定
」
長
谷
部
恭
男
・
石
川
健
治
・
宍
戸
常
寿
編
『
憲
法
判
例
百
選
Ⅱ
（
第
六
版
）』（
二
〇
一
三
）
四
二
八
頁
参
照
。
無
効
と
さ
れ
た
法
律
で
あ
っ
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て
も
立
法
者
が
改
廃
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
我
が
国
で
は
（
畑
尻
・
前
掲
注
（
6
）
三
一
九
頁
な
ど
）、
無
効
判
決
で
あ
っ
て
も
「
違
憲
判

断
後
の
統
制
」
を
論
じ
る
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。
以
上
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

入
井　

凡
乃
（
い
り
い　

な
み
の
）

所
属
・
現
職　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
　
　
　
　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
助
教

最
終
学
歴　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会　
　

日
本
公
法
学
会
、
全
国
憲
法
研
究
会
、
憲
法
理
論
研
究
会
、
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会

専
攻
領
域　
　

憲
法

主
要
著
作　
　

 「
立
法
者
の
予
測
と
事
後
的
是
正
義
務

―
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
を
中
心 

に

―
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
九
六
号
（
二
〇
一
三
年
）


